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よき経営者をめざすものの団体
東法連提唱「社会貢献」一人ひとりの力は小さくても
みんなの自覚をもって一人ひとつできることから

荻窪法人会は荻窪税務署管内の法人企業の有志が集う会です
法人会は“よき経営者をめざすものの団体”がスローガンですが“地域に根ざした社会貢献”にも力を注いでいます
この荻窪法人会の広報誌はどなたでも無料購読できます

www.ogikubohojinkai.jp



3 令和5年度 会員増強運動を終えて
◉ 水島隆明／組織委員長

4 新入会員研修（歓迎）会
◉ 柴田豊幸／公益社団法人荻窪法人会 会長
◉ 水島隆明／公益社団法人荻窪法人会 組織委員長
◉ 棟方全超／荻窪税務署 副署長

6 新入会員研修（歓迎）会に出席された方々
新入会員名簿

10 ［令和5年度］
各ブロックの春季研修会レポート

13 e-TAX推進税理士事務所一覧

14 令和5年度 特別講演会
夢をあきらめない
講師：石黒 由美子／アーティスティックスイミング元日本代表（旧：シンクロナイズドスイミング）

16 税制委員会より
令和6年度 税制改正大網

18 令和6年 全法連 税制セミナー参加のご報告
税理士 小林誉光
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よき経 営 者をめざすものの団 体  それが法 人 会です
正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざしたい。社会のお役に立ちたい。そんな経営者の皆さんを支援
する全国組織、それが法人会です。現在、約 82 万社の会員企業、41都道県に 441の単位会を擁する団体として大きく発
展しています。あなたに近く、社会と広く。どこまでも人を中心に、さまざまな活動を展開する法人会。税のオピニオンリー
ダーとしての貢献はもとより、会員の研鑽を支援する各種の研修会、また地域振興やボランティアなど地域に密着した活
動を積極的に行っています。健全な納税者の団体、よき経営者をめざすものの団体…これが法人会です。

表紙について

この交差点は「化物語」というアニメで、ストーリー上重要
なシーンに登場する場所です。
アニメの町と言われる杉並ですが、その根拠のひとつとし
て制作会社の数があります。一般社団法人日本動画協会

「アニメ産業レポート2021」によると、国内のアニメ制作会
社811社のうち、149社が杉並区内に集積しており、区市
町村別では全国1番の多さとのこと。

「化物語」はシャフトという井荻を拠点とする制作会社が作
りましたが、駅構内や周辺も使われていたりします。
ご興味のある方はこれを機に、新しいアニメの世界に触れ
てみるのも良いかもしれませんね。

©絵葉書屋



1
0
0
社
増
強
目
標
達
成
！

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

令
和
5
年
度

会
員
増
強
運
動
を
終
え
て
水
島
隆
明 

組
織
委
員
長

支部別加入率（2024 年3月31日現在）

支部 稼動数 会員数 加入率

BLOCK

1
1 79 47 59.5%

2 112 74 66.1%

3 119 97 81.5%

4 153 95 62.1%

5 72 68 94.4%

計 535 381 71.2%

BLOCK

2
6 145 103 71.0%

7 119 79 66.4%

8 191 101 52.9%

計 455 283 62.2%

BLOCK

3
11 152 104 68.4%

13 59 61 103.4%

14 104 100 96.2%

15 190 165 86.8%

計 505 430 85.1%

BLOCK

4
16 78 61 78.2%

17 77 56 72.7%

18 108 87 80.6%

19 172 122 70.9%

20 130 83 63.8%

計 565 409 72.4%

BLOCK

5
21 68 41 60.3%

22 79 85 107.6%

23 94 65 69.1%

24 123 122 99.2%

25 166 143 86.1%

計 530 456 86.0%

事務局 26 6

合　計 2,590 1,965 75.9%

組
織
委
員
会

組
織
委
員
会
は
今
年
掲
げ
た
1
0
0
社
増

強
目
標
の
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
1
0
0
」
を
達
成

い
た
し
ま
し
た
。
増
強
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い

た
会
員
の
皆
様
、
そ
し
て
何
よ
り
入
会
い
た
だ

い
た
各
社
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

3
月
末
で
の
最
終
的
な
入
会
社
数
は

1
0
5
社
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
成
功
は
荻
窪
法
人
会
の
長
き
に
亘

る
組
織
強
化
活
動
の
た
ま
も
の
で
あ
り
ま

す
。
歴
代
の
組
織
委
員
会
を
率
い
て
こ
ら
れ

た
先
輩
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
先

輩
方
の
一
つ
一
つ
の
積
み
重
ね
が
今
回
の
達
成

に
結
び
付
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
成
果
は
荻
窪
法
人
会
の
団
結

と
協
力
の
証
で
も
あ
り
ま
す
。
会
員
の
皆
様

の
積
極
的
な
増
強
活
動
を
目
の
当
た
り
に
し

て
、
法
人
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思

い
ま
す
。

今
後
も
荻
窪
法
人
会
が
地
域
の
一
番
の
経
済

団
体
と
し
て
、
会
員
の
皆
様
の
力
と
な
り
、

ま
た
会
員
の
皆
様
か
ら
愛
さ
れ
、
更
な
る
繁

栄
を
遂
げ
る
た
め
に
尽
力
し
て
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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今
年
度
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
1
0
0
」を
掲
げ
1
0
0
社
の
会
員
増
強
を

目
標
に
活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た

会
長
の
あ
い
さ
つ

柴
田
豊
幸
　
荻
窪
法
人
会
会
長

本
日
は
、
荻
窪
法
人
会
組
織
委
員
会
主
催
に

よ
る
「
新
会
員
歓
迎
会
」
に
多
数
の
皆
様
に
参

加
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま

た
、
来
賓
と
し
て
荻
窪
税
務
署
よ
り
棟
方
副

署
長
に
は
公
務
ご
多
用
の
と
こ
ろ
、
ご
臨
席
い

た
だ
き
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
も
終
息
し
た
こ

と
に
よ
り
「
新
会
員
歓
迎
会
」
が
例
年
通
り

開
催
で
き
ま
し
た
事
、
組
織
委
員
の
皆
様
に
は

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
組
織
委
員
会
で
は
今
年
度
「
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
1
0
0
」
を
掲
げ
1
0
0
社
の
会
員
増

強
を
目
標
に
活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
詳
細

に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
ほ
ど
水
島
委
員
長
よ
り

報
告
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
荻
窪
法
人
会

一
丸
と
な
り
1
0
4
社
（
3
／
18
現
在
）
も

の
新
会
員
の
皆
様
が
ご
入
会
さ
れ
、
令
和
6

年
2
月
末
現
在
加
入
率
74
・
5
％
と
東
法
連

48
単
位
会
で
1
番
の
数
字
を
残
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
事
、
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
の
歓
迎
会
に
は
20
名
の
新
会
員
の
皆
様

に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま

す
。
新
会
員
の
皆
様
に
は
、
法
人
会
の
活
動
目

的
で
あ
る
「
税
に
関
す
る
知
識
の
研
修
・
普
及

推
進
、
地
域
社
会
に
対
す
る
貢
献
、
地
域
経

営
者
の
交
流
」
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
法
人
会

活
動
に
お
い
て
、
少
し
で
も
皆
様
方
の
会
社
経

営
に
役
立
つ
事
を
見
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。
又
、
積
極
的
に
法
人
会
の
各
種
行
事

に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
法
人
会
を
上
手
く
活

用
し
、
仲
間
作
り
に
お
役
立
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

結
び
に
な
り
ま
す
が
、
本
日
ご
参
加
の
皆
様

方
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
申
し
上
げ
、

簡
単
で
す
が
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

毎 年、新しく入 会した 会 員 の 方 々 のた め の 研 修（ 歓 迎 ）会 を 開 催し、法 人 会 の 主 旨や 活 動 の 目 的 などを 説 明して 法 人 会 へ の 理 解 を 深 めてもらいます。

新入会員研修（歓迎）会

令和 6 年 3 月19日（火）、法人会 2 階会議室にて恒例であります組織委員会主催「新入会員研修（歓迎）会」が行われました。
来賓には荻窪税務署より棟方全超副署長、小関一範第 1 統括官が出席されました。
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法
人
会
の
活
動
は
、税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す

来
賓
の
ご
あ
い
さ
つ

棟
方
全
超 

荻
窪
税
務
署 

副
署
長

荻
窪
法
人
会
の
皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
税
務

行
政
に
対
し
ま
し
て
深
い
ご
理
解
と
多
大
な
ご

協
力
を
賜
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り

し
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
は
、
荻
窪
法
人
会
に
新
た
に
加
入
さ
れ

た
皆
様
と
、
役
員
、
会
員
の
皆
様
と
の
交
流
を

図
る
た
め
の
研
修
会
並
び
に
歓
迎
会
で
あ
る
と

伺
っ
て
お
り
ま
す
。

荻
窪
法
人
会
は
、「
公
益
社
団
法
人
」
と
し

て
、
正
し
い
税
知
識
の
普
及
や
納
税
意
識
の
高

揚
を
図
る
た
め
の
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ま
れ

て
お
り
、
会
員
の
皆
様
を
支
援
す
る
た
め
の
各

種
研
修
会
、
税
務
署
と
共
催
で
行
う
説
明
会

な
ど
、
多
彩
な
行
事
を
開
催
さ
れ
て
お
り
ま

す
。ま

た
、
地
域
に
密
着
し
た
社
会
貢
献
活
動
に

も
積
極
的
に
参
加
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
租
税
教

育
活
動
に
も
取
り
組
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う

し
た
活
動
は
、
税
務
行
政
の
円
滑
な
運
営
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
深
く
敬
意
を

表
し
ま
す
と
と
も
に
、
改
め
て
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

今
年
度
、
荻
窪
法
人
会
は
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

1
0
0
」
を
掲
げ
、
多
く
の
新
し
い
会
員
の
皆

様
が
入
会
さ
れ
ま
し
た
。
法
人
会
は
、
異
業

種
の
方
々
の
団
体
で
ご
ざ
い
ま
す
。
会
員
交
流

を
通
じ
た
人
脈
は
、
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
無

形
の
財
産
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

事
業
が
お
忙
し
い
中
で
の
法
人
会
活
動
に
な
る

と
思
い
ま
す
が
、
是
非
、
積
極
的
に
ご
参
加
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
新
た
な
会
員
様
を
迎
え
ら
れ
ま
し

た
荻
窪
法
人
会
の
益
々
の
ご
発
展
と
、
皆
様
方

の
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、

私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

大
盛
況
の
歓
迎
会
！

委
員
長
の
あ
い
さ
つ

水
島
隆
明 

組
織
委
員
長

今
年
の
新
入
会
員
研
修
会
、
な
ん
と
い
っ

て
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
1
0
0
達
成
の
成
果
に
よ

り
、
大
変
賑
や
か
な
歓
迎
会
と
な
り
ま
し
た
。

新
入
会
員
の
か
た
19
社
20
名
に
、
会
員
23
名

が
参
加
し
、
荻
窪
税
務
署
か
ら
も
棟
方
副
署

長
を
は
じ
め
と
す
る
幹
部
の
皆
様
2
名
に
ご
参

加
を
い
た
だ
き
、
総
勢
45
名
で
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

研
修
会
冒
頭
は
私
か
ら
荻
窪
法
人
会
の
歴

史
や
組
織
に
つ
い
て
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
後
半
は
新
入
会
員
の
皆
様
に
よ
る
ご
挨

拶
と
自
社
P
R
タ
イ
ム
を
行
い
ま
し
た
。
事
業

を
興
し
た
方
、
承
継
し
た
方
、
ま
た
は
新
規

出
店
の
方
な
ど
様
々
な
方
々
の
お
話
を
お
聞
き

し
て
感
じ
る
の
は
、
皆
さ
ん
共
通
し
て
こ
の
地

域
へ
の
「
期
待
」
が
あ
る
こ
と
で
す
。
こ
う
し

た
ご
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
法
人
会
も

努
力
し
な
け
れ
ば
と
感
じ
ま
し
た
。

研
修
会
終
了
後
の
懇
親
会
で
は
今
年
度
か

ら
組
織
委
員
会
の
副
委
員
長
を
担
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
リ
ス
ト
ラ
ン
テ
・
ド
ラ
マ
テ
ィ
コ
の

重
岡
さ
ん
に
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
の
ご
協
力
を
い
た

だ
き
、
お
い
し
い
食
事
を
楽
し
み
ま
し
た
。

懇
親
会
も
各
所
で
大
変
盛
り
上
が
り
、
時
間

の
経
過
が
惜
し
ま
れ
る
良
き
歓
迎
会
と
な
り

ま
し
た
。

新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会5　



新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会

新入会員研修
（歓迎）会に
出席された方々
今年も様々な職種の個性豊かな方々が入会いたしました。
ぜひ、法人会に新風を吹き込み、活発な活動を期待いたします。

第 1ブ ロック  第 3 支 部

（株）REIコーポレーション

location 杉並区上井草1-24-20
phone 03-6454-7511
業種：不動産·造園

酒 井  礼 子
酒 井  璃 穂

第 1ブ ロック  第 2 支 部

江戸流行婦凛（株）

location 杉並区下井草3-29-10-2F
phone 03-6913-9516
業種：菓子製造販売業

八 木  浩 子

第 2 ブ ロック  第 7 支 部

（株）KNAnchor

location 杉並区上荻2- 2- 9-204
phone 090-4392-8231
業種：情報システム業

新 田  和 正

第 2 ブ ロック  第 6 支 部

（株）アウトプラッツ

location 杉並区善福寺1-15-15
phone 03-5310-4161
業種：輸入車販売·整備·損害保
険会社代理店

葛 西  康 晴

第 2 ブ ロック  第 6 支 部

高田文乃税理士事務所

location 杉並区桃井2-1-8-609
phone 090-1403-4865
業種：税理士

高 田  文 乃

第 2 ブ ロック  第 6 支 部

石井測量事務所

location 杉並区桃井1- 1-22-202
phone 080-5405-2011
業種：測量

石 井  理 裕
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新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会 新入会員研修（歓迎）会に出席された方々

第 3 ブ ロック  第 1 4 支 部

カラオケ居酒屋メリー

location 杉並区上荻1-5-9-3F
phone 080-9837-8986
業種：飲食業

美 馬  知 子

第 3 ブ ロック  第 1 3 支 部

location 杉並区天沼2-16-12
phone 090-5517-2917
業種：保険業

谷 口  貴 代 美

第 3 ブ ロック  第 11 支 部

杉並区議会議員

location 杉並区天沼2-42-15
phone 090-1619-5413
業種：議員

井 口  え み

第 3 ブ ロック  第 1 4 支 部

NPO法人ハウンドツゥースス
ポーツクラブ

location 杉並区高円寺北2- 7-11
phone 090-8560-0942
業種：スポーツクラブ運営

吉 冨  裕 馬

第 3 ブ ロック  第 1 4 支 部

シュラスコレストラン ハイカラ

location 杉並区西荻北3-25-1
phone 03-6913-9090
業種：飲食業

遠 藤  淳

第 4 ブ ロック  第 1 8 支 部

ZONNY （合同）（荻窪FA）

location 杉並区荻窪5-30- 6
phone 090-2376-4165
業種：コンサルティング

中 園  和 博

第 3 ブ ロック  第 1 5 支 部

（株）広久企画

location 杉並区井草2-18- 7
phone 03-6783-9998
業種：不動産管理業

野 村  さおり

第 4 ブ ロック  第 1 8 支 部

HANGOUT

location 杉並区天沼3-9-1-B1
phone 080-3597-3595
業種：飲食業

渡 邊  弘 幸

7　



新 入 会 員 名 簿 令和6年3月31日現在

支部 法人名 代表者名 所在地 電 話 業 種
第1ブロック

2 江戸流行婦凛（株） 八木 浩子 杉並区下井草3-29-10-2F 6913-9516 菓子製造販売業
2 （株）アイエムケー 小林 譲 練馬区下石神井4-7-28-303 6913-2216 通信業
2 株式会社Dramat i c  Dev i ce 菅原 久美子 杉並区下井草三丁目2番1号 3395-3261 不動産
3 （株）グラナートアレンジメント 市村 統 杉並区上井草1-32- 2 5823-4953 情報通信
3 Luxspe i 佐藤 伸洋 西東京市ひばりが丘北3-3-29-B106 090-2795-5580 飲食業
3 来夢 関 英世 西東京市ひばりが丘北3-3-29-B1 090-5207-7791 飲食業
3 MIU 長谷川 和美 西東京市ひばりヶ丘北3- 6- 5-2F 042-439-3344 飲食業
3 （株）しあわせホーム 富永 盛子 杉並区上井草1-30-16-1F 6913-5757 内装工事業（リフォーム会社）
3 （株）REIコーポレーション 酒井 礼子 杉並区上井草1-24-20 6454-7511 不動産・造園
4 東杏印刷（株） 宮部 信一 杉並区上井草2-44-10-2F 6913-9500 印刷業
4 （株）盟生国際貿易 曽我部 利香 渋谷区渋谷3-1-10-3F 6452-6067 スリッパ製造輸入販売
4 （株）LINK UP 森山 誠 杉並区上井草3-15-25 090-6542-2345 硝子業

第2ブロック
6 （株）アウトプラッツ 吉山 弘樹 杉並区善福寺1-15-15 5310-4161 輸入車販売・整備・損害保険会社代理店
6 石井測量事務所 石井 理裕 杉並区桃井1- 1-22-202 080-5405-2011 測量
6 高田文乃税理士事務所 高田 文乃 杉並区桃井2-1-8-609 090-1403-4865 税理士
7 （株）二葉 安念 正人 杉並区上荻2- 4- 9 3396-0205 サービス
7 （株）KNAnchor 新田 和正 杉並区上荻2- 2- 9-204 090-4392-8231 情報システム業
8 （株）S 杉田 直也 杉並区西荻北3-14- 2-1F 080-5420-2414 美容業
8 （株）Nセレクト 南雲 悟 杉並区荻窪5-25-1-201 5941-3811 不動産業
8 田中正明税理士事務所 田中 正明 狛江市和泉本町3-14-11 090-6347-3369 ─
8 （株）High  touch 髙橋 圭一 杉並区西荻北4-31-11-303 090-9681-7702 清掃業

第 5 ブ ロック  第 2 0 支 部

tk Racing japan （有）

location 杉並区久我山5-33-25
phone 03-5344-9109
業種：自動車·車両販売等

金 光  達 也

第 5 ブ ロック  第 2 2 支 部

（株）ビジュアルツールコンサ
ルティング

location 杉並区西荻北2-2-16-202
phone 03-6908-7810
業種：サービス業

秋 山   広 光

第 5 ブ ロック  第 2 1 支 部

（株）青山ビジネスサポート

location 杉並区宮前3-29-13-401
phone 090-8944-0997
業種：経営コンサルティング業

青 山  英 一

第 5 ブ ロック  第 2 5 支 部

門ひろこ事務所

location 杉並区天沼3-27-7-2F
phone 03-6383-5181
業種：政治団体

門  ひ ろこ

新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会 新入会員研修（歓迎）会に出席された方々
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新 入 会 員 名 簿

第3ブロック
11 （株）リレーション 岡村 貴透 杉並区本天沼3-42- 3-2F 6913-9777 建設業・派遣業
11 杉並区議会議員 井口 えみ 杉並区天沼2-42-15 090-1619-5413 議員
11 芳根電気工業（株）ラトリエ・デュ・グー 芳根 綾子 杉並区西荻北5- 1- 8 3395-2156 飲食業
11 （有）田中博コーポレイション 田中 明美 杉並区本天沼2-43-11 090-7285-9413 小売業
13 会計事務所アストライブ 藤崎 翔多 杉並区天沼3-30-30-202 6284-4493 公認会計士・税理士
13 桜川協和法律事務所 村上 義弘 港区虎ノ門1-21-19-7F 5501-7163 弁護士
13 ─ 谷口 貴代美 ─ ─ 保険業
13 （株）あまぬまCompany 田中 秀明 杉並区天沼2-43-11 090-7285-9413 小売業
14 NPO法人ハウンドツゥーススポーツクラブ 嶋崎 健次 杉並区高円寺北2- 7-11 090-8560-0942 スポーツクラブ運営
14 （株）クレディセゾン 森本 真生 豊島区東池袋3-1-1-29F 6890-0185 金融（クレジットカード）
14 司法書士岩崎勇飛事務所 岩崎 勇飛 杉並区西荻南4-31-11-101 5344-9611 司法書士
14 コンパスみらい税理士法人 岩倉 永一 杉並区上荻1-21-23 3392-5555 会計・経営コンサルタント
14 カラオケ居酒屋メリー 美馬 知子 杉並区上荻1-5-9-3F 080-9837-8986 飲食業
14 楽天モバイル（株） 鈴木 和洋 世田谷区玉川1-14-1 070-8917-0162 通信

14 （株）フロンティアスピリット
（シュラスコレストランハイカラ） 遠藤 淳 杉並区西荻北3-25-1 6913-9090 飲食業

15 （株）エープランニング 原口 浩如 杉並区上荻1-15-1 5335-5828 測量業
15 ワイン蔵グレコ2号店 韓 宇 杉並区上荻1-7-4-2F 6279-9845 サービス業
15 （株）広久企画 野村 さおり 杉並区井草2-18- 7 6783-9998 不動産管理業
15 （株）Stand 戸部 州作 杉並区上荻1-5-11 6915-1129 飲食業
15 （株）インディゴシープ 竹村 輝久 杉並区清水3-15-11 080-6639-0224 財産管理コンサルティング
15 紫乃 矢島 美千代 杉並区上荻1-16-10 090-6107-8265 飲食業
15 （株）Max&the  Company 村木 和彦 杉並区上荻1-18-16-501 080-4206-8800 卸売業
15 （株）hyena 池上 雅美 杉並区上荻1-4-7-6F 6383-5235 飲食業

第4ブロック
16 （有）エン設備システム 加藤 孝一 杉並区西荻南2-23-13京桝屋内 5941-3777 設備販売・工事
17 （株）スウイフト 寺田 麻美 杉並区西荻南3-18- 3 3247-6125 飲食店
18 ZONNY（合同）（荻窪FA） 中園 和博 杉並区荻窪5-30- 6 090-2376-4165 コンサルティング
18 （株）シャルム 樺嶋 信子 杉並区西荻北3- 2- 7-703 090-6294-6894 サービス業
18 HANGOUT 渡邊 弘幸 杉並区天沼3-9-1-B1 080-3597-3595 飲食業
19 （株）明楽三喜ホーム 三好 潤哉 杉並区久我山3-37- 6 5941-8988 介護福祉事業
19 （合）マリー社 阿部 哲也 杉並区久我山3-41-14 5941-9158 芸能プロダクション
19 ─ 持丸 聡 ─ ─ サービス業（コンサルタント）
19 あさぎ家 阿佐 祐二 杉並区久我山3-22-16 5941-8155 飲食業
19 杉並区議会議員 てらだ はるか 杉並区久我山4-50-45-102 070-1385-3043 政治家
19 ─ 関川 明希子 ─ ─ 保険業
19 ほけんの匠 山田 千鶴子 昭島市松原町5-18- 4 080-6720-9920 保険業
20 AIエステート（合） 井沢 美日 杉並区宮前5-2-23 3335-5182 不動産業
20 san- san  fac to r y 坂井 豊 杉並区大宮2-14-37 070-5569-9189 小売業
20 ─ 赤沼 直子 ─ ─ システム開発支援
20 ─ 下澤 秀樹 ─ ─
20 tk  Rac ing  j apan（有） 金光 達也 杉並区久我山5-33-25 5344-9109 自動車・車両販売等

第5ブロック
21 （株）青山ビジネスサポート 青山 英一 杉並区宮前3-29-13-401 090-8944-0997 経営コンサルティング業
22 （株）ビジュアルツールコンサルティング 秋山  広光 杉並区西荻北2-2-16オーシャンアート202 6908-7810 サービス業
22 ─ 田中 良 杉並区下井草5-10-23 3301-3301 コンサルタント
23 熊谷由賀利税理士事務所 熊谷 由賀利 杉並区荻窪2-42-31 090-5545-0042 会計事務所
23 佐藤正純写真研究室 佐藤 正純 杉並区善福寺2-14-13-207 5930-8054 写真家
23 （株）ダイバー 鈴木 大 杉並区荻窪1-35- 9 3391-1146 サービス業
23 （株）TERULAND 照井  英夫 杉並区荻窪3- 3-10-2F 090-8800-7482 広告制作業
24 ヴァリノール 嘉納 陽一 杉並区荻窪4-32- 7-1F 6383-5148 飲食業

24 （株）シルバーウィング
（ライフスタイルフィットネス） 関 太 杉並区荻窪4-33- 5 6884-8088 フィットネス

24 楽膳 正木 良和 杉並区荻窪5-29- 7 3392-2085 飲食業
25 （株）MOCOPLAアカデミー 井尻 香奈 杉並区荻窪5- 9- 9-1F 6279-9639 民間学堂・学習塾・習い事教室
25 門ひろこ事務所 門 ひろこ 杉並区天沼3-27-7-2F 6383-5181 政治団体
25 STB/OGIKUBO 小橋川 寛 杉並区荻窪5-18-11-204 090-9785-2861 サービス業
25 （株）ランドリー 半澤 則吉 杉並区天沼1- 6- 9-409 090-7665-4237 出版・編集業
25 ジブラルタ生命保険（株） 野口 裕莉 千代田区神田錦町3- 7- 1-6F 090-1186-7277 生命保険業
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令
和
6
年
2
月
20
日
（
火
）「
第

1
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
」
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
当
日
の
参
加
者
は
法

人
会
2
階
会
議
室
8
名
、
オ
ン
ラ
イ

ン（
Z
o
o
m
）1
名
の
参
加
で
し
た
。

今
回
は
矢
島
研
修
副
委
員
長
に

講
師
の
方
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し

た
。
講
師
に
は
行
政
書
士
、
終
活
・

葬
祭
法
務
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会 

代

表 

鈴
木 

俊
行 

様
を
お
迎
え
し
、

『【
今
ど
き
あ
る
あ
る
話
】
～
超
高
齢

社
会
、
多
死
社
会
、
無
縁
社
会
、
孤

独
（
お
ひ
と
り
様
）
社
会
に
あ
っ
て
、

人
の
死
か
ら
葬
儀
、
墓
な
ど
に
つ
い

て
～ 

』
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。
最
終
的
に
お
ひ
と
り

様
で
亡
く
な
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
い

よ
う
で
、
親
族
や
身
内
が
い
な
い
場

合
は
、
色
々
と
計
画
を
立
て
て
お
か

な
い
と
大
変
だ
と
い
う
事
を
学
び
ま

し
た
。

研
修
会
後
は
、
今
半
の
お
弁
当
を

食
べ
な
が
ら
、
懇
親
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
加
藤
副
会
長
に
乾
杯
挨

拶
を
い
た
だ
き
、
小
代
副
ブ
ロ
ッ
ク

長
の
中
締
め
で
お
開
き
と
な
り
ま
し

た
。こ

ち
ら
の
研
修
会
は
法
人
会
H
P

「
オ
ン
ラ
イ
ン
セ
ミ
ナ
ー
」
に
ア
ー
カ

イ
ブ
配
信
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
今
ど
き
あ
る
あ
る
話
】
～
超
高
齢
社
会
、多
死
社
会
、無
縁
社
会
、孤
独

（
お
ひ
と
り
様
）社
会
に
あ
っ
て
、人
の
死
か
ら
葬
儀
、墓
な
ど
に
つ
い
て
～

第
1
ブ
ロ
ッ
ク 

第
1
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会

令和5年度、第1〜5ブロックの春季研修会が行われました。
今回も各ブロックの参加者からのレポートを掲載いたします。
次の研修会へ参加をご検討されている方はご参考にしてください。

［令和5年度］

各ブロックの
春季研修会レポート
第1ブロック 令和6年2月20日（火） 【今どきあるある話】

～超高齢社会、多死社会、無縁社会、孤独（おひとり様）社会にあって、人の死から葬儀、墓などについて～ 
第2ブロック 令和6年2月7日(水) 失敗しない遺言書の作成
第3ブロック 令和6年2月19日（月） 青木功プロの驚異の自分マネジメント力

～元青木功プロ帯同キャディー兼マネージャー兼運転手、西尾和也が20年後に気づくこと～
第4ブロック 令和6年2月22日（木） 『風と共に去りぬ』の翻訳を通してアメリカを知る
第5ブロック 令和6年2月27日(火) 元衆議院議員 石原伸晃氏の政治記録簿

BLOCK
REPORT

SPRING
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令
和
6
年
2
月
19
日
（
月
）「
第

3
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
」
が
、

法
人
会
2
階
会
議
室
20
名
、
オ
ン

ラ
イ
ン
（
Z
o
o
m
）
3
名
の
参
加

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

江
島
ブ
ロ
ッ
ク
会
計
の
司
会
の
も

と
、
矢
澤
ブ
ロ
ッ
ク
長
に
ご
挨
拶

を
い
た
だ
き
、
い
よ
い
よ
研
修
会
が

ス
タ
ー
ト
で
す
。

講
師
に
は
株
式
会
社
ラ
イ
オ
ン
ハ

ー
ト
ジ
ャ
パ
ン
の
代
表
取
締
役
・
テ

ィ
ー
チ
ン
グ
プ
ロ
の
西
尾
様
を
お
迎

え
し
、『
青
木
功
プ
ロ
の
驚
異
の
自

分
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
～
元
青
木
功

プ
ロ
帯
同
キ
ャ
デ
ィ
ー
兼
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
兼
運
転
手
、
西
尾
和
也
が
20

年
後
に
気
づ
く
こ
と
～
』
と
い
う
テ

ー
マ
で
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
の
お
写
真
を
交
え
な
が

ら
、
青
木
功
プ
ロ
と
の
思
い
出
話
や

今
だ
か
ら
話
せ
る
お
話
を
た
く
さ

ん
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

研
修
会
後
に
は
、
懇
親
会
が
開

催
さ
れ
、
岡
田
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
乾

杯
の
挨
拶
で
懇
親
会
が
ス
タ
ー
ト

し
、
講
師
の
方
を
交
え
な
が
ら
楽

し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。
最

後
に
岡
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
に
中
締
め

を
し
て
い
た
だ
き
お
開
き
と
な
り

ま
し
た
。

青
木
功
プ
ロ
の
驚
異
の
自
分
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
～
元
青
木
功
プ
ロ
帯
同
キ
ャ

ディ
ー
兼
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
兼
運
転
手
、西
尾
和
也
が
20
年
後
に
気
づ
く
こ
と
～

第
3
ブ
ロ
ッ
ク

第
3
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会

令
和
6
年
2
月
7
日
（
水
）
に
第

2
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
失

敗
し
な
い
遺
言
書
の
作
成
」
で
、
株

式
会
社
リ
ー
ガ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
名

南
の
荻
野
社
長
を
お
招
き
し
、
現
在

の
相
続
事
情
、
遺
言
書
の
必
要
性
や

制
度
、
あ
り
が
ち
な
失
敗
事
例
と
良

い
遺
言
書
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き

ま
し
た
。
荻
野
社
長
の
経
験
談
も
踏

ま
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
、
興
味
深

く
話
し
て
く
だ
さ
り
、「
相
続
登
記
の

法
改
正
が
よ
く
わ
か
っ
た
」「
曖
昧
な

書
き
方
で
は
ダ
メ
」「
意
思
能
力
が

あ
る
う
ち
に
遺
言
は
作
成
し
な
い
と
」

「
分
け
方
へ
の
配
慮
が
必
要
な
の
か
」

な
ど
の
お
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
は
、
法
人
会

会
員
の
皆
様
と
西
武
信
用
金
庫
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
担
当
・
暮
ら
す
メ

イ
ト
担
当
で
懇
談
会
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
各
々
の
相
続
相
談
や
経
験

談
、
今
年
か
ら
新
制
度
と
な
っ
た

N
I
S
A
の
話
題
も
で
て
き
て
、
情

報
交
換
が
で
き
有
意
義
な
も
の
と
な

り
ま
し
た
。

次
回
の
研
修
会
も
是
非
参
加
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
失
敗
し
な
い
遺
言
書
の
作
成
」

西
武
信
用
金
庫 

杉
並
営
業
部

暮
ら
す
メ
イ
ト
担
当 

森
梢

第
2
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
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今
回
の
講
師
は
、
東
京
外
語
大
学
名

誉
教
授
の
荒
こ
の
み
先
生
で
す
。

荒
先
生
は
、
あ
の
『
風
と
共
に
去
り

ぬ
』
の
翻
訳
を
な
さ
っ
た
英
米
文
学
の

エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
す
。
そ
ん
な
先
生
に
、

19
世
紀
に
起
き
た
南
北
戦
争
を
描
い
た

小
説
が
、
実
は
21
世
紀
の
現
代
ア
メ
リ

カ
を
知
る
ヒ
ン
ト
に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ

と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
説
は
1
0
0
0
頁
を
超
え
る
大
作

で
、
実
際
に
読
ん
で
い
る
方
は
ほ
ぼ
見

当
た
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
映
画
で
あ
れ

ば
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
で
し
ょ
う
。
た
だ
映
画
『
風
と
共
に

～
』
と
聞
く
と
、「
あ
あ
、
あ
の
美
男
美

女
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
ね
」
と
思
わ
れ
る

方
が
大
半
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
荒

先
生
曰
く
「
原
作
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
驚
く

ほ
ど
正
確
に
描
い
て
い
る
」
の
だ
そ
う

で
す
。
原
作
者
M
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
10

年
余
を
か
け
当
時
の
文
献
を
調
べ
つ
く

し
、
非
常
に
忠
実
に
描
写
し
て
い
る
そ

う
で
す
。
恋
愛
を
軸
に
置
き
な
が
ら
、

背
景
に
地
域
格
差
、
貧
富
の
差
、
黒
人

差
別
、
女
性
蔑
視
、
白
人
優
位
主
義

を
描
き
切
っ
て
い
る
の
で
す
。
刊
行
当

時
（
1
9
3
6
年
）
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
り
ま
し
た
が
、
女
性
作
家
の
書
い

た
も
の
と
し
て
、
一
部
「
男
性
」
作
家
、

批
評
家
か
ら
正
当
な
評
価
が
さ
れ
な
か

っ
た
そ
う
で
す
。
奇
し
く
も
今
年
は
大

統
領
選
で
す
。
共
和
党
の
大
統
領
候

補
は
ト
ラ
ン
プ
に
ほ
ぼ
確
定
の
よ
う
で

す
。
彼
が
前
回
大
統
領
に
就
任
し
た
期

間
は
、
地
域
格
差
、
貧
富
の
差
、
黒
人

（
有
色
人
）
差
別
、
女
性
蔑
視
、
白
人

優
位
主
義
が
際
立
っ
て
い
ま
し
た
。
約

1
6
0
年
前
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
抱
え
る

問
題
は
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
問
題
が
今
も
変
わ
ら

ず
残
っ
て
い
る
の
か
。
な
ぜ
多
く
の
ア

メ
リ
カ
人
は
ト
ラ
ン
プ
を
求
め
る
の
か
。

知
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
も
、
今

こ
の
時
期
に
改
め
て
原
作
を
手
に
取
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』の
翻
訳
を
通
し
て
ア
メ
リ
カ
を
知
る

第
4
ブ
ロ
ッ
ク 

ブ
ロ
ッ
ク
長 

中
川
一

第
4
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会

令
和
6
年
2
月
27
日
（
火
）
18
時
か

ら
第
5
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
＆
懇
談

会
が
吉
祥
寺
エ
ク
セ
ル
ホ
テ
ル
東
急
に

て
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
会
場
の
都

合
も
あ
り
30
名
限
定
で
の
開
催
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
久
し
ぶ
り
の

石
原
伸
晃
氏
の
登
場
と
言
う
こ
と
も
あ

り
32
名
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
初
め
に
、
野
村
ブ
ロ
ッ
ク
長
か

ら
「
今
年
度
か
ら
は
、
こ
の
様
に
皆
さ

ん
に
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、

楽
し
い
会
の
催
し
を
増
や
し
て
い
き
た

い
」
と
の
ご
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

続
き
ま
し
て
、
春
季
研
修
会
の
講
師

を
務
め
て
い
た
だ
い
た
石
原
伸
晃
氏
の

ご
紹
介
が
あ
り
、
研
修
会
へ
と
進
み
ま

し
た
。
石
原
伸
晃
氏
は
元
衆
議
院
議

員
、
ま
た
30
年
以
上
の
政
治
キ
ャ
リ
ア

も
あ
り
、
お
話
の
内
容
は
深
く
重
い
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、
お
話
の
内
容
が

多
岐
に
わ
た
り
色
々
と
横
道
に
も
そ

れ
、
個
人
の
思
い
も
語
ら
れ
、
非
常
に

面
白
い
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
み
な
さ
ん
「
や
は
り
石
原
さ
ん

の
話
は
面
白
い
ね
」
と
口
々
に
語
っ
て

お
り
ま
し
た
。

小
休
憩
の
後
、
高
橋
副
ブ
ロ
ッ
ク
長

の
乾
杯
で
会
員
懇
談
会
が
始
ま
り
ま
し

た
。
第
5
ブ
ロ
ッ
ク
の
み
な
さ
ん
は
美

味
し
い
お
料
理
が
食
べ
た
い
と
の
こ
と

で
し
た
の
で
、
ホ
テ
ル
に
は
特
別
コ
ー

ス
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
み
な

さ
ん
「
本
当
に
美
味
し
い
で
す
よ
」
と

言
っ
て
い
た
だ
き
、
幹
事
と
し
て
安
心

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
久
し
ぶ
り
の
石
原

伸
晃
氏
の
登
場
で
、
食
事
中
に
も
関
わ

ら
ず
石
原
氏
と
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
写
真

を
撮
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
人
気

者
で
す
！
デ
ザ
ー
ト
も
食
べ
終
わ
り
、

小
川
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
締
め
の
挨
拶「
一

本
締
め
」
で
お
開
き
と
な
り
ま
し
た
。

元
衆
議
院
議
員 

石
原
伸
晃
氏
の
政
治
記
録
簿

第
5
ブ
ロ
ッ
ク 

副
ブ
ロ
ッ
ク
長 

田
辺
一
郎

第
5
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
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日頃は法人会活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。さて、現在、当法人会活動の大きな目標のひとつにe-Tax普及推進がござい
ます。当法人会では会員企業の70％利用を目標に掲げております。この目標を達成するためには会員皆さま方の多大なご理解と同時に税理士先生方のご
協力が必要不可欠と考えております。そこで当委員会では、東京税理士会荻窪支部の先生方全員にアンケートを実施しております。

質問内容は「顧客よりe-Tax代理申告・送信利用の依頼が来た時に、依頼通り行なっていただけるか？」更に依頼どおり行うとご回答いただいた先生
方に「e-Tax推進税理士事務所として会報に掲載させていただいてもよろしいか？」との問いを発したところ86名の先生方より快く承諾をいただきました。
このように税理士会においてもe-Tax普及推進に積極的に取り組んでおられます。そこで会員企業の皆さまにひとつお願いがございます。顧問の先生に「先
生、うちの会社次の決算は電子申告でお願いしますよ。」と一言おっしゃっていただけませんでしょうか？

顧客である会員企業と実務を担当する税理士の先生方がタッグを組んで初めてe-Taxという行政の合理化が大きく進展していくと思います。何卒皆さま
方の尚一層のご理解とご協力をお願いいたします。

税制委員会（e-Tax担当）

e-Tax利用向上を目指し、東京税理士会荻窪支部の先生方全員にアンケートを実施しました。
その結果多数の先生方から「e-Tax推進税理士事務所」として会報掲載に承諾をいただきました。

e-Tax推進税理士事務所について

地域 氏名 住所 事務所連絡先

天沼 桑山務 天沼1-2-3 3398 - 1316
鯉渕洋行 天沼1-11-13 090 - 8039 - 4867
酒井幸三郎 天沼1-40-6 3392 - 5455
池上資産
会計事務所 天沼1-41-6 5932 - 5128

篠原あずさ 天沼3-3-2 6794 - 7334
石澤潔 天沼3-12-19 3398 - 4910
加藤俊也 天沼3-16-11-202 6795 - 6800
井上仁 天沼3-27-2荻窪MTビル1階 3392 - 4177
阿部俊郎 天沼3-32-4フラット荻窪105 080 - 7111 - 5295

西荻南 河野修兵 西荻南2-9-13 5336 - 6457
小野寺昭市 西荻南2-23-8 3333 - 4868
内山千枝 西荻南3-8-16-902 3334 - 5021
佐山政雄 西荻南3-9-11-501 3333 - 0221
千葉繁樹 西荻南3-18-14松本ビル2階 050 - 5527 - 4372
飯沼英男 西荻南4-8-11 5941 - 8618

久我山 小島孝子 久我山2-7-25-205 090 - 6854 - 2140
小松原英二 久我山5-7-8 3333 - 9805
杉本洋子 久我山5-8-23 5370 - 8518
新出小百合 久我山5-30-21-302 3247 - 5060
新江洋子 久我山5-36-22-201 3335 - 7425

宮前 石原恵子 宮前1-16-23杉並宮前ロイアルハイツ304号 3334 - 1305
小松原伸元 宮前4-31-1 5941 - 9239
小松原英雄 宮前5-7-19 3331 - 3266
稲澤聡 宮前5-10-5 3247 - 7194

荻窪 森脇雅子 荻窪2-20-7-504 5397 - 8026
永井敏雄 荻窪2-27-11 5397 - 6115
尾﨑正俊 荻窪3-47-15第3野村ビル300号 3392 - 1101
望月英仁 荻窪4-6-24-201 5347 - 2945
黒岩民子 荻窪4-12-12　ISHIIレジデンス201 6795 - 5216
伊藤佳江 荻窪4-21-4荻窪ローヤルコーポ104号 3394 - 1123
岩崎智香子 荻窪4-32-25ニューキャッスル荻窪301号 3392 - 1198
釜谷彰一 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383 - 6006
塩谷治道 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383 - 6003
西村克彦 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383 - 6002
大久保豊 荻窪5-13-6丸新マンション306号室 3398 - 8812
山﨑厚税理士事務所 荻窪5-13-6丸新マンション306号室 6699 - 1758
三好秀胤 荻窪5-14-4武蔵野マンション502 3393 - 2671
池田幸弘 荻窪5-16-14カパラビル8階 5335 - 7981
中村喜一 荻窪5-17-11荻窪スカイレジテル216 5347 - 9930
大島康司 荻窪5-22-12戸田ビル205 5335 - 7465
税理士法人茂木会計事務所 荻窪5-25-6 3393 - 0211
青葉総合税理士法人 荻窪5-26-9コスモＹビル5Ｆ 3398 - 0523
大澤栄子 荻窪5-26-9シェモア荻窪参番舘404 6276 - 9015
武井成浩 荻窪5-26-9シェモア荻窪参番舘904 6765 - 6376
熊澤眞理子 荻窪5-29-10 本橋ビル305号室 6915 - 1807
税理士法人あかいけい 荻窪5-30-12グローリア荻窪705 5292 - 5377

松庵 税理士法人河合会計
事務所杉並事務所 松庵2-17-7 6362 - 3630

大槻一弘 松庵3-38-20 KURA松庵305 6795 - 8420

地域 氏名 住所 事務所連絡先

井草 堀真由美 井草2-11-9エスト・メゾネット105 3397 - 6652
山岡朋枝 井草2-35-12-2-409号グランドメゾン杉並シーズン 5310 - 3228

上井草 竹田雄輔 上井草2-25-7上井草グリーンハイツ3-105 6913 - 8665
久保木浩志 上井草3-31-23 堀野ビル201 5303 - 4823

下井草 山田真治 下井草3－8－23三英ビル303 6676 - 9989
税理士法人稲
村会計事務所 下井草3-29-10佐藤ビル302号 5382 - 2711

藍野和男 下井草4-1-6 3397 - 5118
田子周一 下井草4-33-12 3395 - 3343

今川 中村良三 今川3-8-4 3399 - 3976
中村行雄 今川3-8-4 3399 - 3976
小林滋子 今川3-30-7 5938 - 5100

桃井 古賀雄子 桃井3-6-1-1401 6765 - 2388
西荻北 下島聡司 西荻北2-3-9トラストビル5F 6454 - 7471

馬場義男 西荻北2-3-9コメットビル5階 3394 - 5922
鈴木吉郎 西荻北2-6-6YS西荻3F 3301 - 5101
福田都介 西荻北2-11-4エクセリア西荻201号 3397 - 2770
山本哲郎 西荻北2-12-2西島ビル201 5303 - 6371
村林秀則 西荻北3-11-3サンコ-ト西荻窪115号室 6423 - 0566
梅林邦彦 西荻北3-14-9 3395 - 0211
廣瀬一俊 西荻北3-20-12グラツィオーソ西荻窪B1 3399 - 0180
荒谷美佳 西荻北3-31-13-503号 5303 - 5781
青木秀壽 西荻北4-33-17 3390 - 4313

上荻 フォーライフ
税理士法人 上荻1-5-2コロナビル6階 3391 - 6309

大矢勝昭 上荻1-16-3森谷ビル4階 3391 - 5588
小林誉光 上荻1-17-10シンフォニーアンダンテ602 3391 - 1044
今村千恵子 上荻1-18-12春木家ビル 6915 - 1303
永井久美子 上荻1-18-12上荻寿ビル3階 5347 - 5358
穂坂正積 上荻1-18-14-206 3393 - 7571
コンパスみらい
税理士法人 上荻1-21-23 3392 - 5555

小島麻里 上荻1-23-19東神荻窪ビル4F 6913 - 0520
藤村茂 上荻2-19-18RKII2階 6231 - 1701
小澤俊夫 上荻2-19-18RKII2階 3391 - 8731
森田光雄 上荻2-19-18RKII2階 6874 - 7851
和田実 上荻4-19-22-603 3395 - 1131
岡田茂 上荻4-23-9 3395 - 3111

本天沼 小野寺誠税
理士事務所

本天沼2-41-8 5303 - 1680

清水 黒川えり 清水1-14-5-302 090 - 8479 - 0152
南荻窪 永井克宏 南荻窪4-7-9 6317 - 7249

東京税理士会荻窪支部　e-Tax推進税理士事務所（敬称略）	 令和6年2月29日現在
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リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
人
生

私
の
人
生
は
小
学
校
2
年
の
時
、
悪
夢
の
交
通
事

故
で
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
た
ん
で
す
。
も
う
訳
が
分
か
ん

な
か
っ
た
で
す
よ
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
ー
の
レ
ッ
ス
ン
に

行
っ
て
、「
さ
あ
帰
ろ
う
」
っ
て
思
っ
た
ら
、
暴
走
車

が
ブ
ワ
ー
っ
て
、
ド
ー
ン
で
す
。
停
車
中
の
車
に
暴
走

車
が
突
然
突
っ
込
ん
で
来
る
、
逃
げ
れ
な
い
訳
の
分

か
ら
な
い
事
故
が
起
こ
っ
た
ん
で
す
ね
。

フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
を
自
分
の
顔
面
で
バ
リ
バ
リ
っ
と

突
き
破
っ
て
後
ろ
に
戻
っ
て
く
る
状
態
で
、
顔
面
を

5
4
0
針
、
口
の
中
を
2
6
0
針
、
両
目
と
も
網

膜
剥
離
で
失
明
し
、
顔
中
の
神
経
が
切
れ
、
耳
が

難
聴
に
な
り
、
事
故
の
衝
撃
で
脳
に
損
傷
を
負
い

交
通
事
故
以
前
の
全
て
の
記
憶
が
無
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

記
憶
が
無
く
な
る
と
い
う
の
は
色
々
な
種
類
が
あ

り
ま
す
が
、
私
の
場
合
は
そ
れ
ま
で
の
全
て
の
経
験
・

記
憶
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い
、
思
い
出
と
か
人
の
顔

だ
け
で
は
な
く
、
い
ま
話
し
て
い
る
日
本
語
・
語
彙

も
全
て
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
文
字
通
り
、
目
か

ら
光
が
消
え
て
、
耳
か
ら
音
が
消
え
て
、
頭
の
中
か

ら
思
い
出
も
言
葉
も
消
え
て
、
全
身
骨
折
、
顔
面

の
骨
は
粉
砕
骨
折
で
し
た
。

傷
だ
ら
け
で
横
た
わ
る
私
を
前
に
、
お
医
者
さ

ん
を
は
じ
め
親
族
の
誰
も
が 「
あ
ぁ
、
も
う
由
美

子
ち
ゃ
ん
は
元
の
生
活
に
は
戻
る
こ
と
が
出
来
な
い

ん
だ
な
」 

と
い
う
風
に
思
わ
ざ
る
得
な
い
状
態
で
し

た
。
そ
の
中
で
諦
め
な
か
っ
た
人
物
が
た
っ
た
1
人

だ
け
い
ま
し
た
、
そ
れ
が
私
の
母
で
し
た
。

入
院
生
活
の
影
と
光

交
通
事
故
に
遭
っ
た
こ
と
で
母
は
大
変
な
シ
ョッ
ク

を
受
け
て
い
ま
し
た
。「
自
分
が
車
で
迎
え
に
行
か

な
け
れ
ば
由
美
子
が
こ
ん
な
事
故
に
遭
う
こ
と
は
無

か
っ
た
。
迎
え
に
行
っ
た
と
し
て
も
、
あ
と
10
秒
15

秒
車
を
止
め
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
て
い
れ
ば
、
あ

ん
な
風
に
ぶ
つ
か
っ
て
来
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の

に
。
な
ん
で
我
が
子
だ
け
が
こ
ん
な
こ
と
に
な
ら
な

く
て
は
い
け
な
い
ん
だ
」
と
物
凄
い
後
悔
と
悔
し
さ

と
悲
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

入
院
生
活
で
も
、
自
分
以
外
の
誰
も
が
「
も
う

無
理
だ
」
と
諦
め
切
っ
て
い
る
の
が
空
気
感
で
分
か

る
ん
で
す
よ
ね
。
命
に
代
え
て
で
も
守
っ
て
あ
げ
た

い
我
が
子
の
人
生
を
誰
も
が
諦
め
て
い
る
と
い
う
の

を
見
た
瞬
間
に
、
自
分
が
持
っ
て
い
た
喪
失
感
・
悔

し
さ
・
悲
し
さ
・
辛
さ
と
か
は
急
に
ど
う
で
も
良
く

な
っ
て
、「
こ
の
子
の
人
生
を
看
て
い
け
る
の
は
も
う

私
し
か
残
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
？
」 っ
て
い
う
責

任
感
や
母
性
が
前
に
出
て
き
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て

「
私
は
絶
対
に
こ
の
子
を
元
通
り
、
否
そ
れ
以
上
に

し
て
み
せ
る
！
」
と
。

「
由
美
子
ち
ゃ
ん
と
の
楽
し
い
楽
し
い
8
年
間
の
記

憶
は
、
そ
れ
ま
で
の
由
美
子
ち
ゃ
ん
と
の
紡
い
で
き

た
記
憶
。
こ
こ
か
ら
、
今
日
こ
こ
か
ら
新
し
く
石
黒

由
美
子
ち
ゃ
ん
を
迎
え
入
れ
た
つ
も
り
で
も
う
1
度

子
育
て
を
や
り
直
せ
ば
、
目
が
見
え
な
い
こ
と
も
、

耳
が
聞
こ
え
な
い
こ
と
も
、
自
分
で
喋
る
こ
と
や
食

べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
も
、
何
だ
っ
て
当
た
り

前
じ
ゃ
な
い
か
！
出
来
な
く
て
当
た
り
前
、
そ
こ
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
よ
う
！
」
と
。

〝
夢
ノ
ー
ト
〟で
越
え
た
壁

入
院
後
、
目
覚
め
て
最
初
に
言
っ
た
言
葉
が
「
お

腹
が
空
い
た
」
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
口

の
中
を
2
6
0
針
縫
っ
て
い
る
た
め
、
普
通
な
ら
ご

飯
は
1
ヶ
月
先
ま
で
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
あ

ま
り
に
も
「
お
腹
空
い
た
」
と
煩
い
た
め
、
術
後
10

日
で
流
動
食
を
出
し
て
み
た
そ
う
で
す
。
で
す
が
、

「
こ
ん
な
ま
ず
い
も
ん
は
要
ら
ん
！
」
と
言
っ
て
流

動
食
を
吐
き
出
し
て
い
た
為
、
普
通
食
を
刻
ん
で
出

す
こ
と
に
な
っ
て
、
重
湯
か
ら
始
ま
り
色
々
な
普
通

食
を
刻
ん
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
る
と
、
い
か
が
な
こ
と
で
し
ょ
う
！
や
は
り
人

間
っ
て
い
う
の
は
、
口
か
ら
物
を
食
べ
ら
れ
る
こ
と
で

生
命
反
応
が
活
発
に
な
る
し
、
考
え
ら
れ
る
し
、

生
き
る
希
望
が
湧
い
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。
物
が
口

か
ら
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
と
意
識
レ
ベ
ル
も
気
力
も

低
下
し
て
良
い
こ
と
無
い
ん
で
す
ね
。
ま
さ
に
私
は

食
べ
て
元
気
に
な
っ
た
パ
タ
ー
ン
で
、
メ
キ
メ
キ
と
日

夢をあきらめない

交 通 事 故による後 遺 症を克 服し
オリンピック出 場を果たした
奇 跡のアーティスティックスイミング 元日本 代 表

～ “ 夢 ノート”に書いたことは 必ず 叶う！～

令和6年3月6日（水） ワイム貸会議室にて、2008年北京オリンピック出場のアーティスティックスイミング元日本代表（旧：シンクロナイズドスイミング）
の石黒由美子さんを講師にお迎えして、特別講演会が開催されました。
小学校2年の秋に交通事故で瀕死の重傷を負った少女が様々な後遺症に苦しみながらも母と二人三脚で夢の舞台であるオリンピック出場を目指し
出場を果たすまでの道のりや様々な経験を基に貴重なお話をしていただきました。

令
和
5
年
度
　
荻
窪
法
人
会
　
特
別
講
演
会講師：

石黒由美子
アーティスティックスイミング元日本代表

（旧：シンクロナイズドスイミング）
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を
追
う
ご
と
に
元
気
に
な
っ
て
い
き
、
目
に
は
見
え

な
い
で
す
が
色
々
と
自
分
の
中
で
分
か
っ
て
く
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
母
が
、「
由
美
ち
ゃ
ん
は
ね
、“
夢
ノ
ー

ト
”
っ
て
い
う
ノ
ー
ト
を
ね
、
い
つ
も
や
っ
て
い
た
ん

だ
よ
」
と
言
って
、
病
室
に
“
夢
ノ
ー
ト
”
を
持
って

き
て
く
れ
ま
し
た
。

こ
の
“
夢
ノ
ー
ト
”
に
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
や
叶

え
た
い
夢
、
欲
し
い
物
等
を
箇
条
書
き
に
し
て
、
も

し
そ
れ
が
叶
っ
た
ら
赤
線
を
引
っ
張
っ
て
消
し
て
「
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
い
う
感
謝
の
言
葉
を
添
え

て
書
く
、
と
い
う
こ
と
を
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ

た
3
歳
ぐ
ら
い
の
頃
か
ら
続
け
て
い
た
そ
う
な
ん
で

す
ね
。

私
、“
夢
ノ
ー
ト
”
は
人
に
見
せ
な
い
ん
で
す
よ
、「
見

な
い
で
ね
」
と
き
ち
ん
と
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
ま
す
。

人
に
見
せ
な
い
筈
の
夢
ノ
ー
ト
な
の
で
す
が
、
お
見
舞

い
に
来
て
く
だ
さ
る
方
が
、
私
が
欲
し
か
っ
た
筈
の

ト
ト
ロ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
を
持
って
来
て
く
れ
た
り
、
私

が
欲
し
か
っ
た
筈
の
『
ウ
ォ
ー
リ
ー
を
探
せ
』
の
絵
本

を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
り
、
私
が
食
べ
た
か
っ
た
筈
の

夕
張
メ
ロ
ン
や
リ
ン
ゴ
に
み
か
ん
、
バ
ナ
ナ
ま
で
フ
ル
ー

ツ
バ
ス
ケ
ッ
ト
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
り
し
て
、
も
う

毎
日
ク
リ
スマ
ス
と
お
正
月
と
誕
生
日
会
の
連
続
み
た

い
な
日
で
し
た
。

明
る
い
母
、
ご
馳
走
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
嵐
、
勉
強

も
何
も
し
な
く
て
良
い
楽
し
い
病
室
、
皆
さ
ん
い
か

が
で
す
か
？
最
高
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

で
も
こ
れ
は
凄
く
大
事
で
人
生
最
高
だ
と
思
っ
た

者
勝
ち
な
ん
で
す
よ
。「
楽
し
い
」
って
思
え
た
瞬
間

に
ナ
チ
ュ
ラ
ル
キ
ラ
ー
細
胞
が
活
性
化
し
て
傷
が
ど
ん

ど
ん
く
っつ
い
て
い
く
ん
で
す
、
い
い
方
向
に
物
事
が

動
い
て
い
く
ん
で
す
。

家
族
の
絆

本
当
に
楽
し
い
・
嬉
し
い
っ
て
思
う
気
持
ち
は
体

を
異
常
な
ほ
ど
元
気
に
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が

実
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
私
を
そ
う

さ
せ
て
く
れ
た
の
は
私
本
人
で
は
無
い
ん
で
す
。
私

本
人
は
何
も
し
て
な
い
ん
で
す
。
必
死
に
私
を
持
ち

上
げ
て
い
る
周
り
の
存
在
の
お
か
げ
な
ん
で
す
。

母
は
凄
く
苦
し
く
て
辛
く
て
悲
し
い
筈
な
の
に
そ

れ
を
一
切
見
せ
ず
に
、
由
美
子
に
笑
顔
と
幸
せ
を
届

け
る
た
め
だ
け
に
動
い
て
る
訳
で
す
。
そ
の
母
の
お

か
げ
で
私
は
こ
の
入
院
生
活
に
何
の
苦
も
感
じ
て
な

い
わ
け
で
す
、
楽
し
く
さ
せ
て
も
ら
え
て
る
わ
け
で

す
。
そ
の
こ
と
に
当
時
は
一
切
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
後
々
に
な
っ
て
分
か
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
そ
ん
な
母
の
お
か
げ
で
私
は
交
通
事
故
の
後
遺

症
を
ど
ん
ど
ん
乗
り
越
え
て
行
く
こ
と
が
出
来
た
の

で
す
。

母
は
私
が
事
故
に
遭
っ
て
か
ら
、
命
に
刻
ん
で
生

涯
を
懸
け
て
や
る
と
決
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

由
美
子
ち
ゃ
ん
は
こ
の
先
た
く
さ
ん
の
人
に
支
え
て

も
ら
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
、
そ
れ
は
確
実

だ
と
い
う
こ
と
を
母
は
理
解
し
て
い
て
、
そ
れ
な
ら

ば
由
美
子
ち
ゃ
ん
が
ど
ん
な
方
か
ら
も
手
を
差
し
伸

べ
て
も
ら
え
る
、
助
け
て
も
ら
え
る
、
そ
ん
な
子
で

あ
っ
て
も
ら
い
た
い
。
誰
か
に
手
を
差
し
伸
べ
て
も
ら

い
た
い
ん
だ
っ
た
ら
、
ま
ず
は
私
自
身
が
誰
か
に
手

を
差
し
伸
べ
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
？
と
母
自
身
が
思
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
母
は
、「
生
涯
を
か
け
て
私

は
世
の
た
め
人
の
た
め
に
必
ず
お
役
に
立
ち
ま
す
」

と
自
分
自
身
に
誓
っ
た
そ
う
で
す
。「
絶
対
に
誰
か
の

役
に
立
っ
て
頑
張
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
由
美
子
を

守
って
も
ら
え
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
う
自
分
の
中
で
の

誓
い
を
立
て
た
ん
で
す
。

世
の
た
め
人
の
た
め
に
ひ
と
ま
ず
思
い
つ
い
た
の
が

ゴ
ミ
拾
い
。
毎
日
自
分
の
地
区
内
を
ゴ
ミ
を
拾
っ
て

回
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
毎
日
ゴ
ミ
を
拾
っ
て
回
り
な

が
ら
、
会
う
人
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
！
」
と

挨
拶
を
続
け
て
い
く
う
ち
に
近
所
の
方
と
面
識
が
出

来
て
覚
え
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
ん
な
あ
る
日
、
足
が
弱
っ
て
い
る
高
齢
の
方
か

ら
「
ち
ょっ
と
悪
い
ん
や
け
ど
な
、
病
院
連
れ
て
っ
て

く
れ
へ
ん
か
？
タ
ク
シ
ー
も
近
距
離
や
し
」
と
言
わ

れ
、「
い
い
で
す
よ
！
」
と
言
っ
て
車
で
送
っ
て
帰
っ
て

き
た
時
で
す
。
今
ま
で
真
っ
暗
だ
っ
た
私
の
視
界
の

真
ん
中
が
何
故
か
白
く
な
っ
た
ん
で
す
。「
ママ
、
い

つ
も
と
違
う
よ
」
と
言
っ
て
直
ぐ
に
藤
田
衛
生
大
学

病
院
に
行
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
大
学
病
院
の
先

生
が
血
相
を
変
え
て
戻
って
来
て
、「
お
母
さ
ん
、
う

ま
く
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、

事
実
だ
け
言
い
ま
す
と
由
美
子
さ
ん
の
眼
が
回
復
し

て
い
ま
す
、
手
術
の
必
要
は
無
い
で
す
。
で
も
理
由

が
分
か
ら
な
い
し
、
こ
の
様
な
症
例
は
初
め
て
な
の

で
、
僕
達
と
し
て
も
経
過
を
診
る
と
し
か
言
い
よ
う

が
無
い
ん
で
す
。
こ
の
後
良
く
な
る
と
も
言
え
ま
せ

ん
し
、
悪
く
な
る
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
何
が
起
き
て

い
る
の
か
ち
ょっ
と
分
か
ら
な
い
で
す
。」
と
言
わ
れ
、

そ
の
時
に
母
は
分
か
っ
た
そ
う
で
す
、
医
者
の
言
う

こ
と
が
全
て
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
っ
て
。
む
し
ろ
今
起

こ
っ
て
い
る
事
実
こ
そ
が
本
当
の
真
実
な
ん
だ
な
、

こ
れ
は
私
が
や
っ
て
い
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
な
い
ん

だ
な
って
。
誰
か
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
想
い
や
実

際
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
、
必
ず
巡
り
巡
っ
て
自

分
の
大
切
な
も
の
を
守
る
こ
と
に
繋
が
る
ん
だ
な
！

と
小
さ
な
確
信
を
得
た
そ
う
で
す
。

夢
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

微
か
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
目
で
初
め
て
テ
レ
ビ
で

見
た
シ
ン
ク
ロ
ナ
イ
ズ
ド
ス
イ
ミ
ン
グ
に
憧
れ
て
、「
ね
え
、

ママ
、
こ
れ
や
り
た
い
！
」
と
言
っ
た
ら
、
母
は
す
ぐ
さ

ま
「
由
美
な
ら
で
き
る
よ
！
」
と
言
い
ま
し
た
。「
由

美
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
れ
る
か
な
？
」「
由
美
な
ら
出
れ

る
よ
！
」。

そ
の
母
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ
、“
夢
ノ
ー
ト
”
に
「
シ

ン
ク
ロ
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
る
！
」
と
書
い
て
、
退
院
す

る
時
に
も
病
院
の
先
生
に
「
先
生
、
私
シ
ン
ク
ロ
で
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
出
ま
～
す
！
」
と
元
気
に
夢
を
話
し
た
ら
先

生
が
「
そ
う
か
、
由
美
ち
ゃ
ん
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
っ
て
い

う
素
晴
ら
し
い
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
る
か
ら
頑
張
って
ね
！
」

と
応
援
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
ぐ
ら
い
現
実
は
不
可
能

だ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
不
可
能
の
中
で
、
母
は
自

由
に
や
れ
る
こ
と
は
何
だ
って
や
ら
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

当
初
は
シ
ン
ク
ロ
の
練
習
は
週
４
日
で
し
た
が
、
そ
れ

以
外
も
練
習
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
努
力
の
甲
斐
あ
っ

て
遅
咲
き
な
が
ら
中
学
校
3
年
生
か
ら
全
国
大
会
に
出

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
行
け
る
と
思
っ
た

2
0
0
4
年
ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
選
考
会
。
私
は

夢
に
あ
と
1
歩
で
破
れ
、
9
人
ま
で
行
け
る
選
考
会
を

10
番
目
で
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。「
何
故
行
け
な
か
っ

た
ん
だ
ろ
う
？
」
と
凄
く
悲
し
く
て
悔
し
か
っ
た
の
で
す

が
、
先
に
“
夢
ノ
ー
ト
”
の
結
論
を
言
う
と
、“
夢
ノ
ー

ト
”
っ
て
本
当
に
凄
い
ん
で
す
！ 

書
い
た
こ
と
が
全
部
叶

う
ん
で
す
！ 

叶
う
に
は
叶
う
ん
で
す
が
時
差
が
あ
る
ん

で
す
よ
。
私
は
ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
出
場
し
た
い
と

十
何
年
書
き
続
け
て
思
い
続
け
て
行
動
し
続
け
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
に
こ
ん
な
練
習
を
し
て
、
こ
れ
を
し
て
、

あ
れ
を
し
て
、
必
ず
行
く
っ
て
決
め
て
や
っ
て
る
わ
け
で

す
。
毎
日
毎
日
、
腕
立
て
1
0
0
回
、
腹
筋
1
0
0
回

で
、
柔
軟
体
操
10
分
、
20
分
と
か
。
本
当
に
血
を
吐
く

ほ
ど
一
生
懸
命
努
力
し
て
や
る
こ
と
を
決
め
て
達
成
さ
せ

て
向
か
っ
て
い
る
の
に
…
。
ア
テ
ネ
に
敗
れ
て
か
ら
物
凄

く
苦
し
く
て
本
当
に
辛
か
っ
た
、
無
茶
苦
茶
辛
く
て
「
夢

な
ん
て
叶
わ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」 と
思
い
、“
夢
ノ
ー
ト
”

を
ピ
リ
ピ
リ
に
破
っ
て
捨
て
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
も
う
一

度
夢
を
追
い
か
け
る
チ
ャ
ン
ス
を
頂
い
て
、
練
習
を
再
開

し
て
選
ば
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
“
北
京
”。

そ
し
て
北
京
に
行
って
分
か
り
ま
し
た
、“
夢
ノ
ー
ト
”

凄
い
わ
！
っ
て
。
私
の
頭
の
中
で
思
い
描
い
て
い
た
ド
ラ
マ

な
ん
か
よ
り
も
、
も
っ
と
も
っ
と
大
き
い
次
元
で
、
ち
ゃ

ん
と
私
が
や
り
た
か
っ
た
こ
と
を
叶
え
て
く
れ
て
る
、
私

の
“
夢
ノ
ー
ト
”
に
は
「
母
に
捧
げ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

す
る
」
っ
て
書
い
て
き
て
た
ん
で
す
。
も
し
ア
テ
ネ
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
で
選
ば
れ
て
た
ら
、
も
し
北
京
の
次
の
ロ
ン
ド

ン
や
、
そ
の
次
の
リ
オ
、
そ
の
次
の
東
京
で
選
ば
れ
て
い

た
ら
、
私
の
母
に
捧
げ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は
成
っ
て
無

か
っ
た
ん
で
す
。
何
故
な
ら
私
が
泳
い
だ
2
0
0
8
年
8

月
22
日
と
い
う
日
は
、
母
の
52
歳
の
誕
生
日
だ
っ
た
ん
で

す
。
行
く
べ
き
時
に
や
る
べ
き
場
所
で
母
に
捧
げ
る
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
な
って
い
た
ん
で
す
！

こ
れ
を
以
っ
て
、
私
は
“
夢
ノ
ー
ト
”
は
絶
対
に
叶
う

と
い
う
確
信
を
得
ま
し
た
し
、
更
に
こ
の
“
夢
ノ
ー
ト
”

の
凄
い
所
は
、
ど
ん
な
無
茶
苦
茶
な
こ
と
で
も
思
い
描
い

た
こ
と
が
必
ず
最
高
の
素
晴
ら
し
い
ド
ラ
マ
と
な
っ
て
叶

う
ん
だ
！ 

そ
の
た
め
に
時
が
ず
れ
る
こ
と
は
少
々
あ
る
。

4
年
の
時
差
は
実
証
済
み
で
す
（
笑
）
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税制委員会より

　
　
政
府
は
、令
和
５
年
12
月
22
日
に
令
和
６
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
交
際
費
課
税
の
特
例
の
延
長
や
、損
金
不
算
入
と
な
る
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ

る
飲
食
費
等
の
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
、賃
上
げ
税
制
を
強
化
し
、あ
わ
せ
て
１
人
４
万
円
の

定
額
減
税
を
実
施
す
る
こ
と
で
、法
人
と
個
人
の
税
制
両
面
か
ら
、物
価
上
昇
に
対
す
る
国
民
負
担
の
緩
和

を
目
指
す
改
正
と
な
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑴
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
の
延
長
と
改
正

　
交
際
費
の
損
金
不
算
入
制
度
の
適
用
制

限
に
つ
い
て
は
、令
和
９
年
３
月
ま
で
に
開

始
す
る
事
業
年
度
ま
で
延
長
さ
れ
、損
金
不

算
入
と
な
る
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る
飲

食
費
等
の
額
が
、１
人
当
た
り
1
0
，

0
0
0
円（
現
行
は
5
，0
0
0
円
）以
下
の

飲
食
費
等
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。令
和
6

年
4
月
1
日
以
後
に
支
出
す
る
飲
食
費
か

ら
適
用
に
な
り
ま
す
。中
小
企
業
特
例
が
利

用
で
き
な
い
会
社
で
は
、社
内
規
程
の
見
直

し
、従
業
員
へ
の
周
知
徹
底
な
ど
有
効
に
利

用
し
て
い
く
べ
き
で
す
。中
小
法
人
に
つ
い

て
は
、従
来
通
り
年
間
8
0
0
万
円
ま
で
損

金
算
入
が
可
能
で
す
。

⑵
賃
上
げ
税
制

　
構
造
的
な
賃
上
げ
を
実
現
す
る
た
め
の

施
策
と
し
て
、
給
与
等
の
支
給
額
を
増
加

し
た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
適

用
期
限
が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。
①
原

則
的
な
ル
ー
ル
、
②
従
業
員
数
2
，

0
0
0
人
以
下
の
法
人
向
け
ル
ー
ル
、
③

中
小
企
業
向
け
ル
ー
ル
の
3
階
建
て
の
構

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
原
則
的
な
ル
ー
ル

税
額
控
除
率
を
継
続
雇
用
者
給
与
総
額
の

増
加
率
に
応
じ
て
、
控
除
率
を
変
動
さ
せ

た
う
え
で
、
教
育
訓
練
費
の
増
加
率
や
女

性
活
躍
・
子
育
て
支
援
の
実
施
に
よ
り
税

額
控
除
率
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
女
性
活
躍
支
援
は
プ
ラ
チ
ナ
え
る
ぼ
し
、

子
育
て
支
援
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
が

要
件

②
従
業
員
数
2
，0
0
0
人
以
下
の
法
人
向

け
ル
ー
ル

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
で
常
時
使

用
す
る
従
業
員
数
が
2
，0
0
0
人
以
下
の

場
合
は
、
継
続
雇
用
者
給
与
総
額
の
増
加

率
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
控
除
率
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
法
人
と
支
配
関
係
が

あ
る
法
人
を
合
わ
せ
て
常
時
使
用
す
る
従
業

員
数
が
1
0
，0
0
0
人
を
超
え
る
法
人
は
、

原
則
的
な
ル
ー
ル
の
適
用
に
な
り
ま
す
。

※
女
性
活
躍
支
援
は
え
る
ぼ
し
3
段
階
目

以
上
、
子
育
て
支
援
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る

み
ん
が
要
件

③
中
小
企
業
向
け
ル
ー
ル

　
資
本
金
1
億
円
以
下
の
中
小
企
業
向
け

の
措
置
に
つ
い
て
は
、次
の
通
り
で
控
除
限

度
額
は
5
年
間
繰
越
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

※
女
性
活
躍
支
援
は
え
る
ぼ
し
2
段
階
目

以
上
、
子
育
て
支
援
は
く
る
み
ん
認
定

が
要
件

上
記
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
要
件
が
順
次
緩

和
さ
れ
て
い
ま
す
が
、②
を
適
用
可
能
な
企

業
が
、①
を
適
用
し
た
方
が
有
利
な
場
合
、

①
の
適
用
が
可
能
で
す
。令
和
6
年
4
月
1

日
以
後
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑶
戦
略
分
野
国
内
生
産
促
進
税
制
の
創
設

　
産
業
競
争
力
強
化
法
の
改
正
を
前
提
に
、

青
色
申
告
法
人
が
令
和
9
年
3
月
末
ま
で

に
、認
定
事
業
適
応
事
業
者
と
し
て
そ
の
事

業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
設
備
の
新
設

又
は
増
設
に
係
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償

却
資
産
を
取
得
し
、国
内
に
あ
る
事
業
の

用
に
供
し
た
時
は
、そ
の
認
定
日
以
後
10
年

以
内
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
税
額
控
除

が
受
け
ら
れ
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

⑷
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
税
制
の
創
設

　
日
本
で
は
従
来
か
ら
研
究
開
発
費
税
制
と

し
て
、入
口
の
投
資
額
に
税
制
上
の
特
典
を

与
え
て
い
ま
し
た
。イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク

ス
課
税
は
特
許
権
譲
渡
等
の
取
引
に
よ
る
所

得
、つ
ま
り
出
口
に
対
し
て
税
負
担
を
軽
減
す

る
制
度
で
す
。

　
青
色
申
告
法
人
が
、令
和
7
年
4
月
か

ら
令
和
14
年
3
月
ま
で
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
、居
住
者
又
は
内
国
法
人
に
対
す
る

特
定
特
許
権
の
譲
渡
又
は
他
の
者
に
対
す

る
特
定
特
許
権
の
貸
付
を
行
っ
た
場
合
は
、

①
特
許
権
譲
渡
等
取
引
に
係
る
所
得
金
額

に
対
す
る
適
格
研
究
開
発
費
割
合
又
は
②

当
期
所
得
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

の
30
％
を
損
金
算
入
可
能
で
す
。

⑸
法
人
が
有
す
る
市
場
暗
号
資
産
の
期
末
に

　お
け
る
評
価

　
法
人
が
有
す
る
市
場
暗
号
資
産
に
該
当

す
る
暗
号
資
産
で
譲
渡
に
つ
い
て
の
制
限

そ
の
他
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
暗
号
資

産
の
期
末
に
お
け
る
評
価
額
は
、①
原
価
法

か
②
時
価
法
の
う
ち
、法
人
の
選
定
し
た
評

価
方
法
に
よ
り
ま
す
。

⑹
外
形
標
準
課
税

　
外
形
標
準
課
税
の
対
象
法
人
に
つ
い
て
、

資
本
金
又
は
出
資
金
１
億
円
超
と
す
る
基

準
は
維
持
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、当
分
の
間
、

そ
の
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
外
形
標

準
課
税
の
対
象
法
人
だ
っ
た
場
合
は
、そ
の

事
業
年
度
に
資
本
金
１
億
円
以
下
で
、資
本

金
と
資
本
剰
余
金
の
合
計
額
が
１０
億
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、外
形
標
準
課
税
の
対
象

と
さ
れ
ま
す
。な
お
、施
行
日
以
後
最
初
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、公
布
日

を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
外
形

標
準
課
税
の
対
象
法
人
で
、そ
の
施
行
日
以

後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
資
本
金

１
億
円
以
下
で
、資
本
金
と
資
本
剰
余
金
の

合
計
額
が
10
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、外
形

標
準
課
税
の
対
象
と
さ
れ
ま
す
。施
行
日
は
、

令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

⑺
倒
産
防
止
共
済
の
損
金
算
入
の
制
限

　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
機
構
が

行
う
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
に
に
つ
い

て
、共
済
契
約
の
解
除
が
あ
っ
た
後
、共
済

契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、そ
の
解
除
の

日
か
ら
同
日
以
後
２
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
に
支
出
す
る
そ
の
共
済
契
約
に
係

る
掛
け
金
に
つ
い
て
は
損
金
算
入
で
き
ま
せ

ん
。令
和
６
年
10
月
以
後
の
共
済
契
約
の
解

除
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
事
業
承
継
税
制
の
改
正

　
事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
、特
例
承
継
計

画
等
の
提
出
期
限
が
令
和
6
年
3
月
31
日

か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
、2
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。事
業
承
継
税
制
の
特
例
贈
与

の
適
用
期
限
は
、従
来
通
り
で
す
。

⑵
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
贈
与
税
の
非
課

　税
制
度
の
延
長

　
直
系
尊
属
か
ら
の
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与

税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、令
和
8
年
12

月
ま
で
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。上
乗
せ
措

置
の
対
象
と
な
る
省
エ
ネ
等
住
宅
の
省
エ
ネ

性
能
に
つ
い
て
、要
件
変
更
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、耐
震
性
能
、高
齢
者
等
配
慮
対
策

等
級
等
に
つ
い
て
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま

た
、非
課
税
限
度
額
に
も
変
更
が
な
く
、省

エ
ネ
等
住
宅
で
あ
れ
ば
1
，0
0
0
万
円
ま

で
、そ
れ
以
外
の
住
宅
で
あ
れ
ば
5
0
0
万

円
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。令
和
6
年
1
月

1
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
定
額
減
税

　
令
和
６
年
度
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
３
万

円
、令
和
６
年
度
分
の
住
民
税
に
つ
い
て
１

万
円
、結
果
と
し
て
1
人
当
た
り
4
万
円
の

定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、合

計
所
得
金
額
が
1
，8
0
5
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。な
お
、定
額
減

税
は
、同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
も
対

象
と
な
る
の
で
、配
偶
者
と
子
供
が
2
人
の

場
合
は
、4
人
分
と
し
て
16
万
円
の
減
税
額

に
な
り
ま
す
。最
短
で
6
月
以
降
の
所
得
税

と
住
民
税
か
ら
減
額
さ
れ
ま
す
。

⑵
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
の
改
正

①
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
の
権
利

行
使
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
譲
渡
制
限
株
式
の

管
理
等
に
関
す
る
契
約
に
従
っ
て
、そ
の
株

式
会
社
に
お
い
て
当
該
株
式
が
管
理
等
さ
れ

る
場
合
に
は
、金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営

業
所
等
に
保
管
の
委
託
等
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
要
件
が
不
要
と
さ
れ
ま
す
。

②
年
間
の
新
株
予
約
権
の
行
使
に
係
る
権

利
行
使
価
額
の
限
度
額
に
つ
い
て
、次
の
と

お
り
と
さ
れ
ま
す
。

　
イ
設
立
以
後
5
年
未
満
の
株
式
会
社
が

付
与
す
る
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
は
、

1
，2
0
0
万
円
か
ら
2
，4
0
0
万

円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ロ
設
立
後
5
年
以
上
20
年
未
満
の
上
場

会
社
の
株
式
で
、上
場
後
5
年
未
満
で

あ
る
株
式
会
社
が
付
与
す
る
新
株
予

約
権
に
つ
い
て
は
、1
，2
0
0
万
円
か

ら
3
，6
0
0
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

③
中
小
企
業
等
経
営
強
化
施
行
規
則
の
改

正
を
前
提
と
し
て
、適
用
対
象
と
な
る
特
定

従
事
者
に
係
る
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
す
。

④
権
利
者
が
予
約
券
に
係
る
付
与
決
議
の

日
に
お
い
て
そ
の
新
株
予
約
権
の
行
使
に

係
る
株
式
会
社
の
大
口
株
主
等
に
該
当
し

な
か
っ
た
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
等
に
つ
い

て
、電
磁
的
記
録
で
提
供
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

⑶
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
改
正

　
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
が
利
用
で
き
る
投
資
に

つ
い
て
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
る
投
資
及
び
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
施
行
規
則
の
改
正
を
前
提
と

す
る
一
定
の
信
託
を
通
じ
た
株
式
の
取
得

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑷
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
改
正

　
認
定
住
宅
等
を
取
得
し
て
令
和
6
年
中

に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
の
住
宅
ロ
ー

ン
減
税
に
つ
い
て
、次
の
要
件
に
該
当
す
る

者
を
子
育
て
特
例
対
象
個
人
と
し
て
借
入

限
度
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

①
40
歳
未
満
で
あ
っ
て
配
偶
者
を
有
す
る
者

②
40
歳
未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
者
又
は

年
齢
19
歳
未
満
の
扶
養
家
族
を
有
す
る
者

　
ま
た
、40
平
米
以
上
の
床
面
積
要
件
の
緩

和
措
置
は
、令
和
6
年
中
に
建
築
確
認
を
受

け
た
家
屋
に
つ
い
て
適
用
期
間
が
1
年
間

延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
既
存
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
に
係
る
税
額
控
除

　
既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修
工
事
を

し
た
場
合
の
特
別
控
除
は
、子
育
て
特
例
対

象
個
人
が
、そ
の
者
の
所
有
す
る
居
住
用
の

家
屋
に
つ
い
て
一
定
の
子
育
て
対
応
改
修

工
事
を
し
て
、令
和
6
年
4
月
か
ら
12
月
ま

で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
を
適

用
対
象
と
な
り
ま
す
。子
育
て
対
応
改
修
工

事
と
は
、①
住
宅
内
に
お
け
る
子
ど
も
の
事

故
を
防
止
す
る
た
め
の
工
事
、②
対
面
式

キ
ッ
チ
ン
へ
の
交
換
工
事
、③
開
口
部
の
防

犯
性
を
高
め
る
工
事
、④
収
納
設
備
を
増
設

す
る
工
事
、⑤
開
口
部・界
壁・床
の
防
音
性

を
高
め
る
工
事
、⑥
一
定
の
間
取
り
変
更
工

事
で
す
。子
育
て
対
応
改
修
工
事
に
係
る
標

準
的
な
工
事
費
用
相
当
額（
2
5
0
万
円
を

限
度
）の
10
％
に
相
当
す
る
金
額
が
控
除
額

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、従
来
の
既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の

改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
特
別
控
除
に
つ

い
て
は
、適
用
対
象
者
の
合
計
所
得
金
額
要

件
を
2
，0
0
0
万
円
以
下
に
引
き
下
げ
て
、

そ
の
適
用
期
限
を
2
年
間
延
長
し
ま
す
。

土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
等
の
負
担
調
整
措
置

　
宅
地
等
及
び
農
地
の
負
担
調
整
措
置
に

つ
い
て
は
、令
和
6
年
度
か
ら
令
和
8
年
度

ま
で
の
間
、現
行
の
負
担
調
整
措
置
の
仕
組

み
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

⑴
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
導
入

　
国
外
事
業
者
が
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
う
一
般
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
の
う
ち
、指
定
を
受

け
た
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介

し
て
対
価
を
収
受
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
行
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。令
和
７
年
４
月
以

後
に
行
わ
れ
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提

供
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑵
国
外
事
業
者
に
対
す
る
事
業
者
免
税
点
制

　度
の
見
直
し

①
特
定
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
に
よ
る

納
税
義
務
の
免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、売
上

高
の
代
替
と
し
て
給
与
支
払
額
に
よ
る
判
定

の
対
象
か
ら
国
外
事
業
者
が
除
外
さ
れ
ま
す
。

②
新
規
設
立
法
人
に
対
す
る
納
税
義
務
の

免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、外
国
法
人
は
基
準

期
間
を
有
し
た
と
し
て
も
、国
内
に
お
け
る

事
業
の
開
始
時
に
、新
規
設
立
法
人
と
し
て

判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。

③
特
定
新
規
設
立
法
人
に
対
す
る
納
税
義

務
の
免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、特
定
新
規
設

立
法
人
の
範
囲
に
、そ
の
事
業
者
の
国
外
分

を
含
む
収
入
金
額
が
50
億
円
超
で
あ
る
者

が
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す
る
法
人
を
設

立
し
た
場
合
に
そ
の
法
人
が
加
え
ら
れ
ま

す
。基
準
期
間
を
有
し
た
と
し
て
も
、国
内

に
お
け
る
事
業
の
開
始
時
に
、特
定
新
規
設

立
法
人
と
し
て
判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。令
和

6
年
10
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
課
税
期

間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
国
外
事
業
者
に
対
す
る
簡
易
課
税
制
度
等

　の
見
直
し

　
課
税
期
間
の
初
日
に
お
い
て
Ｐ
Ｅ
を
有
し

な
い
国
外
事
業
者
に
つ
い
て
は
、簡
易
課
税

制
度
の
適
用
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
な
る
際

の
2
割
特
例
に
つ
い
て
も
利
用
で
き
な
い
こ

と
と
さ
れ
ま
す
。令
和
6
年
10
月
1
日
以
後

に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑷
高
額
特
定
資
産
の
見
直
し

　
高
額
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
事
業
者

免
税
点
制
度
及
び
簡
易
課
税
制
度
の
適
用

を
制
限
す
る
措
置
の
対
象
に
、そ
の
課
税
期

間
に
取
得
し
た
金
又
は
白
金
の
地
金
等
の

額
の
合
計
額
が
2
0
0
万
円
あ
る
場
合
が

加
え
ら
れ
ま
す
。令
和
6
年
4
月
1
日
以
後

の
仕
入
れ
分
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑸
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の
者
か
ら

　行
っ
た
課
税
仕
入
れ

　
１
件
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外

の
者
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
の
合
計
額
が
そ

の
年
又
は
そ
の
事
業
年
度
で
10
億
円
を
超

え
る
場
合
は
、そ
の
超
え
た
部
分
の
課
税
仕

入
れ
に
つ
い
て
80
％
の
経
過
措
置
は
認
め
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。令
和
6
年
10
月
1
日

以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑹
自
動
販
売
機
特
例
の
住
所
の
記
載

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
帳
簿
へ
の
記
載
を
要

件
と
し
て
い
た
自
動
販
売
機
特
例
に
つ
い
て

は
、帳
簿
へ
の
住
所
等
の
記
載
が
不
要
と
さ

れ
ま
し
た
。令
和
5
年
10
月
1
日
以
後
に
行

わ
れ
る
帳
簿
の
記
載
に
つ
い
て
、運
用
上
記

載
が
な
く
て
も
改
め
て
求
め
な
い
も
の
と
さ

れ
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-office.jp/

〜
法
人
に
は
朗
報
！
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る
飲
食
費
等
の
金
額
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
，0
0
0
円
か
ら
1
0
，0
0
0
円
に
倍
増
〜

令
和
６
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

３％以上
4％以上
5％以上
7％以上
10％
15％
20％
25％

上乗せ5％

上乗せ5％

継続雇用者
給与総額

控除率

教育訓練費
10％超

女性活躍・
子育て支援

・
断
熱
等
性
能
等
級
4
以
上
又
は

　
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
4
以
上

・
断
熱
等
性
能
等
級
5
以
上
か
つ

　
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
6
以
上

子育て特例
対象個人

5,000万円

4,500万円

4,000万円

その他

4,500万円

3,500万円

3,000万円

認定住宅

ＺＥＨ水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

３％以上

4％以上

10％

20％

上乗せ5％

上乗せ5％

継続雇用者
給与総額

控除率

教育訓練費
10％超

女性活躍・
子育て支援

1.5％以上

2.5％以上

15％

30％

上乗せ5％

上乗せ5％

雇用者
給与総額

控除率

教育訓練費
10％超

女性活躍・
子育て支援

改正前 改正後
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政
府
は
、令
和
５
年
12
月
22
日
に
令
和
６
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
交
際
費
課
税
の
特
例
の
延
長
や
、損
金
不
算
入
と
な
る
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ

る
飲
食
費
等
の
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。ま
た
、賃
上
げ
税
制
を
強
化
し
、あ
わ
せ
て
１
人
４
万
円
の

定
額
減
税
を
実
施
す
る
こ
と
で
、法
人
と
個
人
の
税
制
両
面
か
ら
、物
価
上
昇
に
対
す
る
国
民
負
担
の
緩
和

を
目
指
す
改
正
と
な
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑴
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
の
延
長
と
改
正

　
交
際
費
の
損
金
不
算
入
制
度
の
適
用
制

限
に
つ
い
て
は
、令
和
９
年
３
月
ま
で
に
開

始
す
る
事
業
年
度
ま
で
延
長
さ
れ
、損
金
不

算
入
と
な
る
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る
飲

食
費
等
の
額
が
、１
人
当
た
り
1
0
，

0
0
0
円（
現
行
は
5
，0
0
0
円
）以
下
の

飲
食
費
等
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。令
和
6

年
4
月
1
日
以
後
に
支
出
す
る
飲
食
費
か

ら
適
用
に
な
り
ま
す
。中
小
企
業
特
例
が
利

用
で
き
な
い
会
社
で
は
、社
内
規
程
の
見
直

し
、従
業
員
へ
の
周
知
徹
底
な
ど
有
効
に
利

用
し
て
い
く
べ
き
で
す
。中
小
法
人
に
つ
い

て
は
、従
来
通
り
年
間
8
0
0
万
円
ま
で
損

金
算
入
が
可
能
で
す
。

⑵
賃
上
げ
税
制

　
構
造
的
な
賃
上
げ
を
実
現
す
る
た
め
の

施
策
と
し
て
、
給
与
等
の
支
給
額
を
増
加

し
た
場
合
の
税
額
控
除
制
度
に
つ
い
て
適

用
期
限
が
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。
①
原

則
的
な
ル
ー
ル
、
②
従
業
員
数
2
，

0
0
0
人
以
下
の
法
人
向
け
ル
ー
ル
、
③

中
小
企
業
向
け
ル
ー
ル
の
3
階
建
て
の
構

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
原
則
的
な
ル
ー
ル

税
額
控
除
率
を
継
続
雇
用
者
給
与
総
額
の

増
加
率
に
応
じ
て
、
控
除
率
を
変
動
さ
せ

た
う
え
で
、
教
育
訓
練
費
の
増
加
率
や
女

性
活
躍
・
子
育
て
支
援
の
実
施
に
よ
り
税

額
控
除
率
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
女
性
活
躍
支
援
は
プ
ラ
チ
ナ
え
る
ぼ
し
、

子
育
て
支
援
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
が

要
件

②
従
業
員
数
2
，0
0
0
人
以
下
の
法
人
向

け
ル
ー
ル

青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
法
人
で
常
時
使

用
す
る
従
業
員
数
が
2
，0
0
0
人
以
下
の

場
合
は
、
継
続
雇
用
者
給
与
総
額
の
増
加

率
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
控
除
率
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
法
人
と
支
配
関
係
が

あ
る
法
人
を
合
わ
せ
て
常
時
使
用
す
る
従
業

員
数
が
1
0
，0
0
0
人
を
超
え
る
法
人
は
、

原
則
的
な
ル
ー
ル
の
適
用
に
な
り
ま
す
。

※
女
性
活
躍
支
援
は
え
る
ぼ
し
3
段
階
目

以
上
、
子
育
て
支
援
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る

み
ん
が
要
件

③
中
小
企
業
向
け
ル
ー
ル

　
資
本
金
1
億
円
以
下
の
中
小
企
業
向
け

の
措
置
に
つ
い
て
は
、次
の
通
り
で
控
除
限

度
額
は
5
年
間
繰
越
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

※
女
性
活
躍
支
援
は
え
る
ぼ
し
2
段
階
目

以
上
、
子
育
て
支
援
は
く
る
み
ん
認
定

が
要
件

上
記
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
要
件
が
順
次
緩

和
さ
れ
て
い
ま
す
が
、②
を
適
用
可
能
な
企

業
が
、①
を
適
用
し
た
方
が
有
利
な
場
合
、

①
の
適
用
が
可
能
で
す
。令
和
6
年
4
月
1

日
以
後
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑶
戦
略
分
野
国
内
生
産
促
進
税
制
の
創
設

　
産
業
競
争
力
強
化
法
の
改
正
を
前
提
に
、

青
色
申
告
法
人
が
令
和
9
年
3
月
末
ま
で

に
、認
定
事
業
適
応
事
業
者
と
し
て
そ
の
事

業
適
応
計
画
に
記
載
さ
れ
た
設
備
の
新
設

又
は
増
設
に
係
る
機
械
そ
の
他
の
減
価
償

却
資
産
を
取
得
し
、国
内
に
あ
る
事
業
の

用
に
供
し
た
時
は
、そ
の
認
定
日
以
後
10
年

以
内
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
税
額
控
除

が
受
け
ら
れ
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

⑷
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク
ス
税
制
の
創
設

　
日
本
で
は
従
来
か
ら
研
究
開
発
費
税
制
と

し
て
、入
口
の
投
資
額
に
税
制
上
の
特
典
を

与
え
て
い
ま
し
た
。イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ッ
ク

ス
課
税
は
特
許
権
譲
渡
等
の
取
引
に
よ
る
所

得
、つ
ま
り
出
口
に
対
し
て
税
負
担
を
軽
減
す

る
制
度
で
す
。

　
青
色
申
告
法
人
が
、令
和
7
年
4
月
か

ら
令
和
14
年
3
月
ま
で
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
、居
住
者
又
は
内
国
法
人
に
対
す
る

特
定
特
許
権
の
譲
渡
又
は
他
の
者
に
対
す

る
特
定
特
許
権
の
貸
付
を
行
っ
た
場
合
は
、

①
特
許
権
譲
渡
等
取
引
に
係
る
所
得
金
額

に
対
す
る
適
格
研
究
開
発
費
割
合
又
は
②

当
期
所
得
金
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

の
30
％
を
損
金
算
入
可
能
で
す
。

⑸
法
人
が
有
す
る
市
場
暗
号
資
産
の
期
末
に

　お
け
る
評
価

　
法
人
が
有
す
る
市
場
暗
号
資
産
に
該
当

す
る
暗
号
資
産
で
譲
渡
に
つ
い
て
の
制
限

そ
の
他
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
暗
号
資

産
の
期
末
に
お
け
る
評
価
額
は
、①
原
価
法

か
②
時
価
法
の
う
ち
、法
人
の
選
定
し
た
評

価
方
法
に
よ
り
ま
す
。

⑹
外
形
標
準
課
税

　
外
形
標
準
課
税
の
対
象
法
人
に
つ
い
て
、

資
本
金
又
は
出
資
金
１
億
円
超
と
す
る
基

準
は
維
持
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、当
分
の
間
、

そ
の
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
外
形
標

準
課
税
の
対
象
法
人
だ
っ
た
場
合
は
、そ
の

事
業
年
度
に
資
本
金
１
億
円
以
下
で
、資
本

金
と
資
本
剰
余
金
の
合
計
額
が
１０
億
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、外
形
標
準
課
税
の
対
象

と
さ
れ
ま
す
。な
お
、施
行
日
以
後
最
初
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、公
布
日

を
含
む
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
外
形

標
準
課
税
の
対
象
法
人
で
、そ
の
施
行
日
以

後
最
初
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
資
本
金

１
億
円
以
下
で
、資
本
金
と
資
本
剰
余
金
の

合
計
額
が
10
億
円
を
超
え
る
場
合
は
、外
形

標
準
課
税
の
対
象
と
さ
れ
ま
す
。施
行
日
は
、

令
和
７
年
４
月
１
日
で
す
。

⑺
倒
産
防
止
共
済
の
損
金
算
入
の
制
限

　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
機
構
が

行
う
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
に
に
つ
い

て
、共
済
契
約
の
解
除
が
あ
っ
た
後
、共
済

契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、そ
の
解
除
の

日
か
ら
同
日
以
後
２
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
に
支
出
す
る
そ
の
共
済
契
約
に
係

る
掛
け
金
に
つ
い
て
は
損
金
算
入
で
き
ま
せ

ん
。令
和
６
年
10
月
以
後
の
共
済
契
約
の
解

除
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
事
業
承
継
税
制
の
改
正

　
事
業
承
継
税
制
に
つ
い
て
、特
例
承
継
計

画
等
の
提
出
期
限
が
令
和
6
年
3
月
31
日

か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
、2
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。事
業
承
継
税
制
の
特
例
贈
与

の
適
用
期
限
は
、従
来
通
り
で
す
。

⑵
住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
贈
与
税
の
非
課

　税
制
度
の
延
長

　
直
系
尊
属
か
ら
の
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与

税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、令
和
8
年
12

月
ま
で
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。上
乗
せ
措

置
の
対
象
と
な
る
省
エ
ネ
等
住
宅
の
省
エ
ネ

性
能
に
つ
い
て
、要
件
変
更
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、耐
震
性
能
、高
齢
者
等
配
慮
対
策

等
級
等
に
つ
い
て
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。ま

た
、非
課
税
限
度
額
に
も
変
更
が
な
く
、省

エ
ネ
等
住
宅
で
あ
れ
ば
1
，0
0
0
万
円
ま

で
、そ
れ
以
外
の
住
宅
で
あ
れ
ば
5
0
0
万

円
ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。令
和
6
年
1
月

1
日
以
後
の
贈
与
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑴
定
額
減
税

　
令
和
６
年
度
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
３
万

円
、令
和
６
年
度
分
の
住
民
税
に
つ
い
て
１

万
円
、結
果
と
し
て
1
人
当
た
り
4
万
円
の

定
額
減
税
が
実
施
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、合

計
所
得
金
額
が
1
，8
0
5
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。な
お
、定
額
減

税
は
、同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親
族
も
対

象
と
な
る
の
で
、配
偶
者
と
子
供
が
2
人
の

場
合
は
、4
人
分
と
し
て
16
万
円
の
減
税
額

に
な
り
ま
す
。最
短
で
6
月
以
降
の
所
得
税

と
住
民
税
か
ら
減
額
さ
れ
ま
す
。

⑵
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
税
制
の
改
正

①
適
格
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
の
権
利

行
使
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
譲
渡
制
限
株
式
の

管
理
等
に
関
す
る
契
約
に
従
っ
て
、そ
の
株

式
会
社
に
お
い
て
当
該
株
式
が
管
理
等
さ
れ

る
場
合
に
は
、金
融
商
品
取
引
業
者
等
の
営

業
所
等
に
保
管
の
委
託
等
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
要
件
が
不
要
と
さ
れ
ま
す
。

②
年
間
の
新
株
予
約
権
の
行
使
に
係
る
権

利
行
使
価
額
の
限
度
額
に
つ
い
て
、次
の
と

お
り
と
さ
れ
ま
す
。

　
イ
設
立
以
後
5
年
未
満
の
株
式
会
社
が

付
与
す
る
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
は
、

1
，2
0
0
万
円
か
ら
2
，4
0
0
万

円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ロ
設
立
後
5
年
以
上
20
年
未
満
の
上
場

会
社
の
株
式
で
、上
場
後
5
年
未
満
で

あ
る
株
式
会
社
が
付
与
す
る
新
株
予

約
権
に
つ
い
て
は
、1
，2
0
0
万
円
か

ら
3
，6
0
0
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

③
中
小
企
業
等
経
営
強
化
施
行
規
則
の
改

正
を
前
提
と
し
て
、適
用
対
象
と
な
る
特
定

従
事
者
に
係
る
要
件
が
緩
和
さ
れ
ま
す
。

④
権
利
者
が
予
約
券
に
係
る
付
与
決
議
の

日
に
お
い
て
そ
の
新
株
予
約
権
の
行
使
に

係
る
株
式
会
社
の
大
口
株
主
等
に
該
当
し

な
か
っ
た
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
等
に
つ
い

て
、電
磁
的
記
録
で
提
供
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

⑶
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
改
正

　
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
が
利
用
で
き
る
投
資
に

つ
い
て
、一
定
の
要
件
を
満
た
す
ス
ト
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
に
よ
る
投
資
及
び
中
小
企
業
等

経
営
強
化
法
施
行
規
則
の
改
正
を
前
提
と

す
る
一
定
の
信
託
を
通
じ
た
株
式
の
取
得

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑷
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
改
正

　
認
定
住
宅
等
を
取
得
し
て
令
和
6
年
中

に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
の
住
宅
ロ
ー

ン
減
税
に
つ
い
て
、次
の
要
件
に
該
当
す
る

者
を
子
育
て
特
例
対
象
個
人
と
し
て
借
入

限
度
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

①
40
歳
未
満
で
あ
っ
て
配
偶
者
を
有
す
る
者

②
40
歳
未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
者
又
は

年
齢
19
歳
未
満
の
扶
養
家
族
を
有
す
る
者

　
ま
た
、40
平
米
以
上
の
床
面
積
要
件
の
緩

和
措
置
は
、令
和
6
年
中
に
建
築
確
認
を
受

け
た
家
屋
に
つ
い
て
適
用
期
間
が
1
年
間

延
長
さ
れ
ま
す
。

⑸
既
存
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
に
係
る
税
額
控
除

　
既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修
工
事
を

し
た
場
合
の
特
別
控
除
は
、子
育
て
特
例
対

象
個
人
が
、そ
の
者
の
所
有
す
る
居
住
用
の

家
屋
に
つ
い
て
一
定
の
子
育
て
対
応
改
修

工
事
を
し
て
、令
和
6
年
4
月
か
ら
12
月
ま

で
の
間
に
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
を
適

用
対
象
と
な
り
ま
す
。子
育
て
対
応
改
修
工

事
と
は
、①
住
宅
内
に
お
け
る
子
ど
も
の
事

故
を
防
止
す
る
た
め
の
工
事
、②
対
面
式

キ
ッ
チ
ン
へ
の
交
換
工
事
、③
開
口
部
の
防

犯
性
を
高
め
る
工
事
、④
収
納
設
備
を
増
設

す
る
工
事
、⑤
開
口
部・界
壁・床
の
防
音
性

を
高
め
る
工
事
、⑥
一
定
の
間
取
り
変
更
工

事
で
す
。子
育
て
対
応
改
修
工
事
に
係
る
標

準
的
な
工
事
費
用
相
当
額（
2
5
0
万
円
を

限
度
）の
10
％
に
相
当
す
る
金
額
が
控
除
額

と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、従
来
の
既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の

改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
特
別
控
除
に
つ

い
て
は
、適
用
対
象
者
の
合
計
所
得
金
額
要

件
を
2
，0
0
0
万
円
以
下
に
引
き
下
げ
て
、

そ
の
適
用
期
限
を
2
年
間
延
長
し
ま
す
。

土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
等
の
負
担
調
整
措
置

　
宅
地
等
及
び
農
地
の
負
担
調
整
措
置
に

つ
い
て
は
、令
和
6
年
度
か
ら
令
和
8
年
度

ま
で
の
間
、現
行
の
負
担
調
整
措
置
の
仕
組

み
が
継
続
さ
れ
ま
す
。

⑴
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
導
入

　
国
外
事
業
者
が
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
う
一
般
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
の
う
ち
、指
定
を
受

け
た
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介

し
て
対
価
を
収
受
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
行
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。令
和
７
年
４
月
以

後
に
行
わ
れ
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提

供
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑵
国
外
事
業
者
に
対
す
る
事
業
者
免
税
点
制

　度
の
見
直
し

①
特
定
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
に
よ
る

納
税
義
務
の
免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、売
上

高
の
代
替
と
し
て
給
与
支
払
額
に
よ
る
判
定

の
対
象
か
ら
国
外
事
業
者
が
除
外
さ
れ
ま
す
。

②
新
規
設
立
法
人
に
対
す
る
納
税
義
務
の

免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、外
国
法
人
は
基
準

期
間
を
有
し
た
と
し
て
も
、国
内
に
お
け
る

事
業
の
開
始
時
に
、新
規
設
立
法
人
と
し
て

判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。

③
特
定
新
規
設
立
法
人
に
対
す
る
納
税
義

務
の
免
除
の
特
例
に
つ
い
て
、特
定
新
規
設

立
法
人
の
範
囲
に
、そ
の
事
業
者
の
国
外
分

を
含
む
収
入
金
額
が
50
億
円
超
で
あ
る
者

が
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す
る
法
人
を
設

立
し
た
場
合
に
そ
の
法
人
が
加
え
ら
れ
ま

す
。基
準
期
間
を
有
し
た
と
し
て
も
、国
内

に
お
け
る
事
業
の
開
始
時
に
、特
定
新
規
設

立
法
人
と
し
て
判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。令
和

6
年
10
月
1
日
以
後
に
開
始
す
る
課
税
期

間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑶
国
外
事
業
者
に
対
す
る
簡
易
課
税
制
度
等

　の
見
直
し

　
課
税
期
間
の
初
日
に
お
い
て
Ｐ
Ｅ
を
有
し

な
い
国
外
事
業
者
に
つ
い
て
は
、簡
易
課
税

制
度
の
適
用
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
と
な
る
際

の
2
割
特
例
に
つ
い
て
も
利
用
で
き
な
い
こ

と
と
さ
れ
ま
す
。令
和
6
年
10
月
1
日
以
後

に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑷
高
額
特
定
資
産
の
見
直
し

　
高
額
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
事
業
者

免
税
点
制
度
及
び
簡
易
課
税
制
度
の
適
用

を
制
限
す
る
措
置
の
対
象
に
、そ
の
課
税
期

間
に
取
得
し
た
金
又
は
白
金
の
地
金
等
の

額
の
合
計
額
が
2
0
0
万
円
あ
る
場
合
が

加
え
ら
れ
ま
す
。令
和
6
年
4
月
1
日
以
後

の
仕
入
れ
分
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

⑸
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の
者
か
ら

　行
っ
た
課
税
仕
入
れ

　
１
件
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外

の
者
か
ら
の
課
税
仕
入
れ
の
合
計
額
が
そ

の
年
又
は
そ
の
事
業
年
度
で
10
億
円
を
超

え
る
場
合
は
、そ
の
超
え
た
部
分
の
課
税
仕

入
れ
に
つ
い
て
80
％
の
経
過
措
置
は
認
め
な

い
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。令
和
6
年
10
月
1
日

以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ

れ
ま
す
。

⑹
自
動
販
売
機
特
例
の
住
所
の
記
載

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
で
帳
簿
へ
の
記
載
を
要

件
と
し
て
い
た
自
動
販
売
機
特
例
に
つ
い
て

は
、帳
簿
へ
の
住
所
等
の
記
載
が
不
要
と
さ

れ
ま
し
た
。令
和
5
年
10
月
1
日
以
後
に
行

わ
れ
る
帳
簿
の
記
載
に
つ
い
て
、運
用
上
記

載
が
な
く
て
も
改
め
て
求
め
な
い
も
の
と
さ

れ
ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-office.jp/

〜
法
人
に
は
朗
報
！
交
際
費
か
ら
除
外
さ
れ
る
飲
食
費
等
の
金
額
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
，0
0
0
円
か
ら
1
0
，0
0
0
円
に
倍
増
〜

令
和
６
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

３％以上
4％以上
5％以上
7％以上
10％
15％
20％
25％

上乗せ5％

上乗せ5％

継続雇用者
給与総額

控除率

教育訓練費
10％超

女性活躍・
子育て支援

・
断
熱
等
性
能
等
級
4
以
上
又
は

　
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
4
以
上

・
断
熱
等
性
能
等
級
5
以
上
か
つ

　
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
級
6
以
上

子育て特例
対象個人

5,000万円

4,500万円

4,000万円

その他

4,500万円

3,500万円

3,000万円

認定住宅

ＺＥＨ水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

３％以上

4％以上

10％

20％

上乗せ5％

上乗せ5％

継続雇用者
給与総額

控除率

教育訓練費
10％超

女性活躍・
子育て支援

1.5％以上

2.5％以上

15％

30％

上乗せ5％

上乗せ5％

雇用者
給与総額

控除率

教育訓練費
10％超

女性活躍・
子育て支援

改正前 改正後
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　講演の内容は、下記のとおりです。
　令和６年１月１日に発生した能登半島地震の対応について、税制改正の観点から
すれば、令和６年税制改正で対応すべきものですが、令和５年の所得税申告書か
ら利用できる項目を設けたことはポイントであり、とても評価できる点といえます。
今回の講演の内容は右の通りです。
　このなかでは、
３．所得税・個人住民税の定額減税　
４．賃上げ促進税制の強化は、多くの会員企業にとって重要だと思われますので、
別紙ページの詳細をご確認ください。
　また、今回の税制改正の全体像のページが、改正の方向性をわかりやすく表し
ていましたので、こちらもご紹介します。

法人会の税制改正要望の取り組みが、毎年の税制改正の内容に少しずつ反映されています。
法人会では、会員のみなさまの「税に関する要望」を募集しています。

　現状の社会保険料の
問題点を、税制と一体
とした負担と考えた場合
について、諸外国の制
度や日本の少子高齢化
の現状分析からあるべき
姿を検討する講演でした。

（問題提起部分と結論部
分について、セミナーのレ
ジュメより抜粋しました。）

令和6年２月１４日、新宿のハイアットリージェンシー東京にて、令和６年税制セミナーが開催されました。

全法連 税制セミナー参加のご報告 税理士　小林誉光令和6年

〈第一講座〉「令和６年度税制改正について」
【講師】財務省大臣官房審議官 小宮敦史氏

〈第二講座〉「社会保障と税を一体で考える」
【講師】明治大学公共政策大学院 教授 田中秀明氏
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税 務 コ ー ナ ー
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支部・ブロック・委員会・部会からの報告

第1ブロック

第1ブロック新年会 第1ブロック

3年ぶりとなる第1ブロック新年会

令和6年2月1日（木）に第1ブロック新年会が、木曽路善福寺店において26名の参加で開催されました。
小代副ブロック長の司会進行のもと、新井ブロック長よりあいさつをいただき、加藤副会長の乾杯のご発声で新年会が始まりました。途中、

石黒副ブロック長進行のもと「じゃんけん大会 」も開催され、じゃんけんで勝ち残った10 名の方にはQUOカード2,000円が景品として贈呈さ
れ、大変盛り上がりました。中締めを佐々木副ブロック長にしていただき、お開きとなりました。皆様との大変楽しく美味しい時間はあっという間
で、幸せなひと時となりました。

厚生事業委員会

令和5年度 健康セミナー 厚生事業委員会

10歳若返る！「インターバル速歩」

　令和6年2月8日（木）午後6時から厚生事業委員会・大同生命保険（株）
共催の「令和5年度健康セミナー」がタウンセブンホールAに於いて28名の
参加で開催されました。
　今回のテーマは「10歳若返る！『インターバル速歩』」という事で、信州
大学大学院医学系研究科 特任教授の能勢先生を講師にお迎えし研修会
を行いました。インターバル速歩とは「ゆっくり歩き」を3分、個人の最大体
力の70％「速歩」を3分、これを30分間繰り返し週4回行うというものです。
5カ月間実践すると体力が20％向上、高血圧・高血糖・肥満、認知機能
が20％改善されたとの報告もあるそうです。
　明るくユーモアのある能勢先生の研修会は、とても興味深く勉強になる
楽しい研修会でした。私も実践して次の健康診断の数値が改善されるよう
頑張ります。
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支部・ブロック・委員会・部会からの報告

源泉部会

社会保険労務に関する研修会 源泉部会

～従業員が病気で休職！会社はどうする？～私傷病休職について考える６０分

令和6年2月16日（金）に源泉部会主催「社会
保険労務に関する研修会」が法人会2階会議室
11名、オンライン（Zoom）12名の参加で開催され
ました。

講師にはいいじま社会保険労務士事務所の飯
島ともこ様をお迎えし、「～従業員が病気で休職！
会社はどうする？～私傷病休職について考える６０
分」についてご講演いただきました。私傷病休職

（傷病休職、病気休職）についてのお話を分かり
やすい資料や具体的なケースを用いてお話いただ
きました。具体的なケースを聞くと、個人の一人一
人の状況や考え、会社側の意向等の擦り合わせが
難しいケースもあるようなので、何かあれば専門の
方にご相談し、お互いが理解し、納得できるように
する事が重要だと学びました。

こちらの研修会は法人会HP「オンラインセミ
ナー」に令和6年6月30日（日）までアーカイブ配信
されておりますので、ご興味のある方は是非ご覧く
ださい。

青年部会

3月例会「先輩を囲む会」 青年部会

とても盛り上がったサイコロトーク

令和6年3月13日（水）荻窪タウンセブン8階において、久しぶりに3月例会「先輩を
囲む会」が34名の参加で開催されました。

長谷川副部会長の司会進行のもと、宇田川部会長よりあいさつをいただき、柴田会
長からごあいさつをいただきました。会場では歴代の青年部会のイベントの写真がスライ
ドショーで投影され、皆さま昔の写真を見ては昔の思い出をお話されていました。

今回は「サイコロトーク」という企画があり、昔放送されていたテレビ番組「ライオンの
ごきげんよう」のようにサイコロを振って出た目のトークテーマについてお話いただくという
企画が行われました。トークテーマは、①今だから話せる○○な話、②青年部会に入っ
て良かった話、③青年部会に入って後悔した話、④今だから言える苦労した話、⑤青
年部会時代の懺悔、⑥今の青年部会にもの申す、というトークテーマでしたが、先輩方
から様 な々お話をお伺いする事ができ、会場は大変盛り上がりました。

最後に小竹名誉会長に中締めをしていただき、お開きとなりました。
青年部会は今年50周年という節目の年となります。青年部会の皆さまにおかれましては、

10月18日に創立50周年記念式典・祝賀会が開催されますので、ぜひご参加ください。
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厚生事業委員会

日帰りバス研修会 厚生事業委員会

日本オリンピックミュージアム・ランチクルーズ・浅草散策

令和6年3月7日（木）に厚生事業委員会主催の「日帰りバス研修会」が34名の参加で開催されました。
杉並公会堂を出発し、最初に向かうのは日本オリンピックミュージアム。オリンピックの歴史、巨大スクリーンで見る選手の活躍や開会式の様子、

競技に共通する動きを体験できるオリンピックゲームス等、様 な々事を学び・体験できる面白いミュージアムでした。続いて向かったのは、東京ベイ
クルージングでのランチクルーズ。外の綺麗な景色を眺めながら美味しいお食事をいただき、優雅で楽しいひと時を過ごしました。最後に浅草で自
由散策となりましたが、お天気にも恵まれ、絶好の浅草散策日和でした。

楽しい時間はあっという間でしたが、皆さまと交流も深める事のできる楽しい研修会となりました。

支部・ブロック・委員会・部会からの報告
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